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医業若し く は歯科医業又は病院若し く は診療所に関する 広告等に関する 指針 

の一部改正について 

 

 

今般、 別添のと おり 、「 医業若し く は歯科医業又は病院若し く は診療所に関する 広告等に

関する 指針（ 医療広告ガイ ド ラ イ ン） 等について」（ 平成 30 年５ 月８ 日付け医政発 0508 第

１ 号厚生労働省医政局長通知） 別紙３ を改正する こ と と し ま し た。  

改正内容は以下のと おり ですので、貴職におかれま し ては、内容について御了知いただく

と と も に、 管下の医療機関や関係団体に周知を お願いいたし ま す。  

 

記 

 

 １  改正の内容 

（ １ ） 都道府県等から 厚生労働省への照会方法の変更 

都道府県等において、 広告に該当する か判断でき ない情報物や違反し ている かど

う か判別でき ない広告について、 都道府県等の職員から 厚生労働省医政局総務課あ

てに照会を 行う 際、 原則と し てＦ Ａ Ｘ によ る と し ていたこ と を 改め、 Ｅ メ ール等を

用いる こ と と する 。  

 

（ ２ ） その他所要の事項の改正 

 

２  施行期日 

  令和４ 年 12 月 28 日 

 

以上 



医業若し く は歯科医業又は病院若し く は診療所に関する 広告等に関する 指針（ 医療広告ガ

イ ド ラ イ ン） （ 抄）  

【 新旧対照表】  

                                        

                   （ 傍線部分は改正部分）  

改 正 後 改 正 前 

第１ ～５  （ 略）  

第６  相談・ 指導等の方法について 

１ ～３  （ 略）  

４  広告指導の体制及び手順 

（ 略）  

（ １ ） 広告内容の確認 

（ 略）  

①（ 略）  

② 都道府県等において、 広告に該

当する か判断でき ない情報物や違

反し ている かどう か判別でき ない

広告については、 その内容につい

て、 別添２ の様式によ り 、 都道府

県等の職員から 厚生労働省医政局

総務課あてにＥ メ ール等によ って

照会する  

と いう 手順を採る こ と 。  

（ 略）  

（ ２ ） ～（ ４ ）  （ 略）  

第７  （ 略）  

 

第１ ～５  （ 略）  

第６  相談・ 指導等の方法について 

１ ～３  （ 略）  

４  広告指導の体制及び手順 

（ 略）  

（ １ ） 広告内容の確認 

（ 略）  

①（ 略）  

② 都道府県等において、 広告に該

当する か判断でき ない情報物や違

反し ている かどう か判別でき ない

広告については、 その内容につい

て、 別添２ の様式によ り 、 都道府

県等の職員から 厚生労働省医政局

総務課あてにファ ク シミ リ 等によ

って照会する  

と いう 手順を採る こ と 。  

（ 略）  

（ ２ ） ～（ ４ ）  （ 略）  

第７  （ 略）  

 

 

（ 別添１ ）  

専門性資格認定団体に係る 基準該当届 

（ 略）  

【 備考】  

１ ． こ の用紙は、 日本産業規格Ａ ４ と する

こ と 。  

２ ～５  （ 略）  

 

 

（ 別添１ ）  

専門性資格認定団体に係る 基準該当届 

（ 略）  

【 備考】  

１ ． こ の用紙は、 日本工業規格Ａ ４ と する

こ と 。  

２ ～５  （ 略）  

 



 

（ 別添２ ）  

医療法第６ 条の５ の規定違反が疑われる 広

告等について（ 照会）  

厚生労働省医政局総務課あて 

（ Ｅ メ ール iryoukoukoku@ mhlw.go.jp）  

都道府県等名                      

（ 略）   

担当者名及

び連絡先 

担当者名  、 所属部署名 

Ｔ Ｅ Ｌ      、 Ｅ メ ール 

（ 略）   

※照会する 広告又は疑いのある 情報物の

写し や写真等、 入手でき た広告等の

内容の根拠に関する 資料を添付する

こ と 。  

（ 削る ）  

 

（ 別添２ ）  

医療法第６ 条の５ の規定違反が疑われる 広

告等について（ 照会）  

厚生労働省医政局総務課あて 

（ Ｆ Ａ Ｘ  ０ ３ －３ ５ ０ １ －２ ０ ４ ８ ）  

都道府県等名                      

（ 略）   

担当者名及

び連絡先 

担当者名  、 所属部署名 

Ｔ Ｅ Ｌ      、 Ｆ Ａ Ｘ  

（ 略）   

※照会する 広告又は疑いのある 情報物の

写し や写真等、 入手でき た広告等の

内容の根拠に関する 資料を添付する

こ と 。  

※Ｆ Ａ Ｘ によ る 照会を原則と する が、 映

像や音声によ る 広告等や送付する 量が

多い場合には、 郵送やＥ メ ールによ る

照会について医政局総務課の担当者に

相談する こ と 。  

 

 

（ 別添３ ）  

（ 略）  

 

（ 別添３ ）  

（ 略）  
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第１  医療広告規制の趣旨 

１  医療法の一部改正について 

医業若し く は歯科医業又は病院若し く は診療所に関する 広告（ 以下「 医療広告」 と いう 。 ） につい

ては、 患者やその家族ある いは住民（ 以下「 患者等」 と いう 。 ） の利用者保護の観点から 、 医療法（ 昭

和 23 年法律第 205 号。 以下「 法」 と いう 。 ） その他の規定によ り 制限さ れてき たと こ ろである が、 医

療機関のウ ェ ブサイ ト については、 原則と し て、 規制対象と せず「 医療機関のホームページの内容の

適切なあり 方に関する 指針（ 医療機関ホームページガイ ド ラ イ ン） について」 （ 平成 24 年９ 月 28 日

付け医政発 0928 第１ 号厚生労働省医政局長通知） によ り 関係団体等によ る 自主的な取組を促し てき

た。  

し かし ながら 、 美容医療に関する 相談件数が増加する 中、 消費者委員会よ り 、 医療機関のウ ェ ブサ

イ ト に対する 法的規制が必要である 旨の建議（ 美容医療サービス に係る ホームページ及び事前説明・

同意に関する 建議（ 消費者委員会平成 27 年７ 月７ 日） ） がなさ れた。 同建議を踏ま え、 平成 29 年の

通常国会で成立し た医療法等の一部を改正する 法律（ 平成 29 年法律第 57 号） によ り 医療機関のウ ェ

ブサイ ト 等についても 、 他の広告媒体と 同様に規制の対象と し 、 虚偽又は誇大等の表示を禁止し 、 是

正命令や罰則等の対象と する こ と と し た。  

その際、 医療機関のウ ェ ブサイ ト 等についても 、 他の広告媒体と 同様に広告可能事項を限定する こ

と と し た場合、 詳細な診療内容など 患者等が求める 情報の円滑な提供が妨げら れる おそれがある こ と

から 、 一定の条件の下に広告可能事項の限定を解除する こ と と し ている 。  

 

２  基本的な考え方 

医療広告は、 患者等の利用者保護の観点から 、 次のよ う な考え方に基づき 、 限定的に認めら れた事

項以外は、 原則と し て広告が禁止さ れてき たと こ ろである 。  

① 医療は人の生命・ 身体に関わる サービス であり 、 不当な広告によ り 受け手側が誘引さ れ、 不適当

なサービス を受けた場合の被害は、 他の分野に比べ著し いこ と 。  

② 医療は極めて専門性の高いサービス であり 、 広告の受け手はその文言から 提供さ れる 実際のサー

ビス の質について事前に判断する こ と が非常に困難である こ と 。  

今回の広告規制の見直し に当たっては、 こ う し た基本的な考え方は引き 続き 堅持し つつ、 規制対象

を「 広告その他の医療を受ける 者を誘引する ための手段と し ての表示」 に拡大する 一方、 患者等に正

確な情報が提供さ れその選択を支援する 観点から 、 医療に関する 適切な選択が阻害さ れる おそれが少

ない場合については、 幅広い事項の広告を認める こ と と し た。  

（ １ ）  広告を 行う 者の責務 

医療広告を行う 者は、 その責務と し て、 患者等が広告内容を適切に理解し て、 適切に治療等を

選択でき る よ う 、 客観的で正確な情報の伝達に努めなければなら ない。 さ ら に、 広告は患者の受

診等を誘引する と いう 目的を有する も のの、 患者等の利用者へ向けた客観的で正確な情報伝達の

手段と し て実施すべき であり 、 ま た、 医療機関等が自ら の意思によ り 行う 必要がある 。  

 

（ ２ ）  禁止さ れる 広告の基本的な考え方 

法第６ 条の５ 第１ 項の規定によ り 、 内容が虚偽にわたる 広告は、 患者等に著し く 事実に相違す

る 情報を与える こ と 等によ り 、 適切な受診機会を喪失し たり 、 不適切な医療を受ける おそれがあ

る こ と から 、 罰則付き で禁じ ら れている 。  

同様の観点から 、法第６ 条の５ 第２ 項の規定及び医療法施行規則（ 昭和 23 年厚生省令第 50 号。

以下「 省令」 と いう 。 ） 第１ 条の９ によ り 、 次の広告は禁止さ れている 。  

（ ⅰ）  比較優良広告 

（ ⅱ）  誇大広告 

（ ⅲ）  公序良俗に反する 内容の広告 

（ ⅳ）  患者その他の者の主観又は伝聞に基づく 、 治療等の内容又は効果に関する 体験談の広告 

（ ⅴ）  治療等の内容又は効果について、 患者等を誤認さ せる おそれがある 治療等の前又は後の



 

- 2 - 
 

写真等の広告 

ま た、 （ ３ ） によ って広告可能事項が限定さ れる 場合、 広告が可能と さ れた事項以外は、 文書

その他いかなる 方法によ る を問わず、 何人も 広告をし てはなら ない。  

 

さ ら に、 品位を 損ねる 内容の広告等、 医療広告と し てふさ わし く ないも のについても 、 厳に慎

むべき である 。  

 

（ ３ ）  広告可能事項の基本的な考え方 

法第６ 条の５ 第３ 項の規定によ り 、 医療を受ける 者によ る 医療に関する 適切な選択が阻害さ れ

る おそれが少ない場合と し て厚生労働省令で定める 場合を除き 、 法又は「 医業、 歯科医業若し く

は助産師の業務又は病院、 診療所若し く は助産所に関し て広告する こ と ができ る 事項」 （ 平成 19

年厚生労働省告示第 108 号。 以下「 広告告示」 と いう 。 ） によ り 、 医療広告と し て広告可能な事

項は、 患者等の治療選択等に資する 情報である こ と を前提と し ている 。 ま た、 医療の内容等につ

いては、 客観的な評価が可能であり 、 かつ事後の検証が可能な事項に限ら れる 。  

 

３  他の法令等における 規制と の関係 

医療広告の規制については、 法に基づく 規定の他に、 不当景品類及び不当表示防止法（ 昭和 37 年

法律第 134 号。 以下「 景表法」 と いう 。 ） 、 医薬品、 医療機器等の品質、 有効性及び安全性の確保等

に関する 法律（ 昭和 35 年法律第 145 号。 以下「 医薬品医療機器等法」 と いう 。 ） 等があり 、 こ れら 他

法令やそれら 法令に関連する 広告の指針に違反する 広告は、 当該他法令に基づく 指導・ 処分等の対象

と なり 得る も のである 。 法第６ 条の５ 等の規定に違反し 、 又は違反が疑われる 広告は、 こ れら 広告等

を規制する 他法令の規定に違反し 、 又は違反し ている 可能性があり 得る も のである 。 こ のため、 他法

令等に抵触する 内容について広告し ないこ と は当然のこ と であり 、 それら の他法令等によ る 広告規制

の趣旨に反する 広告についても 、 行わないも のと する こ と 。 ま た、 法の運用に当たっては、 関係法令

の内容を十分に理解し 、 法を主管する 課室（ 以下「 法主管課室」 と いう 。 ） を中心に、 景表法主管課

室等の関係法令を所管する 課室も 含め、 収集し た情報の交換等によ り 、 密接に連携・ 協力し 、 指導等

の実効を挙げる よ う に努めら れたい。  

なお、 法主管課室が行う 苦情相談や指導等の手順その他の実務的な内容については、 本指針第６ を

参照さ れたい。  

 

第２  広告規制の対象範囲 

１  広告の定義 

次の①及び②のいずれの要件も 満たす場合に、 法第２ 章第２ 節「 医業、 歯科医業又は助産師の業務

等の広告」 の規定によ る 規制の対象と なる 医療広告に該当する も のと 判断さ れたい。  

① 患者の受診等を誘引する 意図がある こ と （ 誘引性）  

② 医業若し く は歯科医業を提供する 者の氏名若し く は名称又は病院若し く は診療所の名称が特定可

能である こ と （ 特定性）  

なお、 ①でいう 「 誘引性」 は、 広告に該当する か否かを判断する 情報物の客体の利益を期待し て誘

引し ている か否かによ り 判断する こ と と し 、 例えば新聞記事は、 特定の病院等を推薦し ている 内容で

あったと し ても 、 ①でいう 「 誘引性」 の要件を満たさ ないも のと し て取り 扱う こ と 。 ただし 、 当該病

院等が自ら のウ ェ ブサイ ト 等に掲載する 治療等の内容又は効果に関する 体験談については広告に該当

する こ と （ その上で省令第 1 条の 9 第 1 号の規定に基づき 禁止さ れる こ と ） 。  

ま た、 ②でいう 「 特定性」 については、 複数の提供者又は医療機関を対象と し ている 場合も 該当す

る も のである こ と 。  

 

２  実質的に広告と 判断さ れる も の 

広告規制の対象と なる こ と を 避ける 意図を も っ て外形的に上記１ の①及び②に該当する こ と を 回



 

- 3 - 
 

避する ための表現を行う 者がある こ と が予想さ れる 。 し かし ながら 、 例えば、  

ア 「 こ れは広告ではあり ま せん。 」 、 「 こ れは、 取材に基づく 記事であり 、 患者を誘引する も ので

はあり ま せん。 」 と の記述がある が、 病院名等が記載さ れている  

イ  「 医療法の広告規制のため、 具体的な病院名は記載でき ま せん。 」 と いった表示をし ている が、

住所、 電話番号及びウ ェ ブサイ ト のアド レ ス 等から 病院等が特定可能である  

ウ  治療法等を 紹介する 書籍、 冊子及びウ ェ ブサイ ト の形態をと っている が、 特定（ 複数の場合も 含

む。 ） の病院等の名称が記載さ れていたり 、 電話番号やウ ェ ブサイ ト のアド レ ス が記載さ れている

こ と で、 一般人が容易に当該病院等を特定でき る よ う な場合であって、 実質的に上記１ に掲げた①

及び②の要件を いずれも 満たす場合には、 広告に該当する も のと し て取り 扱う こ と が適当である 。  

ま た、 新し い治療法に関する 書籍に「 当該治療法に関する お問い合わせは、 ○○研究会へ」 と 掲

載さ れている 場合等のよ う に、当該書籍等では直接には、病院等が特定さ れない場合であって、「 当

該書籍は純然たる 出版物であって広告ではない。 」 等と し て、 広告規制の対象と なる こ と を回避し

よ う と する 場合も ある 。  

こ の場合であっ ても 、 連絡先が記載さ れている 「 ○○研究会」 や出版社に問い合わせる と 特定の

医療機関（ 複数の場合も 含む。 ） をあっせん等し ている こ と が認めら れる 場合であって、 当該医療

機関が別の個人や出版社等の団体を介在さ せる こ と によ り 、 広告規制の対象と なる こ と を回避し よ

う と し ている と 認めら れる 場合には、 こ れら は、 いわゆる タ イ アッ プ本やバイ ブル本と 呼ばれる 書

籍や記事風広告と 呼ばれる も のと し て、 実質的には、 上記１ の①及び②に示し たいずれの要件も 満

たし 、 広告と し て取り 扱う こ と が適当な場合がある ので十分な留意が必要である 。  

加えて、 患者等に広告と 気付かれないよ う に行われる 、 いわゆる ス テルス マーケティ ング等につ

いても 、 医療機関が広告料等の費用負担等の便宜を図って掲載を依頼し ている など 、 実質的には上

記①及び②に示し たいずれの要件も 満たし 、 同様に広告と し て取り 扱う こ と が適当な場合がある の

で十分な留意が必要である 。  

 

３  暗示的又は間接的な表現の取扱い 

医療広告は、 直接的に表現し ている も のだけではなく 、 当該情報物を全体でみた場合に、 暗示的や

間接的に医療広告である と 一般人が認識し 得る も のも 含ま れる 。 こ のため、 例えば、 次のよ う なも の

は、 医療広告に該当する ので、 広告可能と さ れていない事項や虚偽・ 誇大広告等に該当する 場合には、

認めら れないも のである 。  

ア 名称又はキャ ッ チフ レ ーズによ り 表示する も の 

【 具体例】  

① アンチエイ ジングク リ ニッ ク 又は（ 単に） アンチエイ ジング 

アンチエイ ジングは診療科名と し て認めら れておら ず、 ま た、 公的医療保険の対象や医薬品医

療機器等法上の承認を得た医薬品等によ る 診療の内容ではなく 、 広告と し ては認めら れない。  

② 最高の医療の提供を約束！ 

「 最高」 は最上級の比較表現であり 、 認めら れない。  

イ  写真、 イ ラ ス ト 、 絵文字によ る も の 

【 具体例】  

① 病院の建物の写真 

当該病院の写真であれば、 広告可能である （ 法第６ 条の５ 第３ 項第８ 号） が、 他の病院の写真

は認めら れない。  

② 病人が回復し て元気になる 姿のイ ラ ス ト  

効果に関する 事項は広告可能な事項ではなく 、 ま た、 回復を保障する と 誤認を与える おそれが

あり 、 誇大広告に該当する ので、 認めら れない。  

ウ  新聞、 雑誌等の記事、 医師、 学者等の談話、 学説、 体験談など を引用又は掲載する こ と によ る も

の 

【 具体例】  

① 新聞が特集し た治療法の記事を引用する も の 
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法第６ 条の５ 第３ 項第 13 号で認めら れた「 治療の内容」 の範囲であり 、 改善率等の広告が認

めら れていない事項が含ま れていない場合には、 引用可能である 。  

② 雑誌や新聞で紹介さ れた旨の記載 

自ら の医療機関や勤務する 医師等が新聞や雑誌等で紹介さ れた旨は、 広告可能な事項ではない

ので、 広告は認めら れない。  

③ 専門家の談話を引用する も の 

専門家の談話は、 その内容が保障さ れたも のと 著し い誤認を患者等に与える おそれがある も の

であり 、 広告可能な事項ではない。 ま た、 医薬品医療機器等法上の未承認医薬品を使用し た治療

の内容も 、 広告可能な事項ではなく 、 広告は認めら れない。  

エ 病院等のウ ェ ブサイ ト のＵＲ Ｌ やＥ メ ールアド レ ス 等によ る も の 

【 具体例】  

① www. gannki eru. ne. j p 

ガン消える （ gannki er u） と あり 、 癌が治癒する こ と を暗示し ている 。 治療の効果に関する

こ と は、 広告可能な事項ではなく 、 ま た、 治療を 保障し ている 誇大広告にも 該当し 得る も ので

あり 、 認めら れない。  

② nol hospi @xxx. or . j p 

「 nol hospi 」 の文字は、 「 No. 1Hospi t al 」 を連想さ せ、 日本一の病院である 旨を暗示し てい

る 。 「 日本一」 等は、 比較優良広告に該当する も のであり 、 認めら れない。  

 

４  広告に該当する 媒体の具体例 

本指針第２ の１ において、 広告の定義を示し ている が、 広告の規制対象と なる 媒体の具体例と し て

は、 例えば、 次に掲げる も のが挙げら れる 。  

【 具体例】  

ア チラ シ、 パンフ レ ッ ト その他こ れら に類似する 物によ る も の（ ダイ レ ク ト メ ール、 フ ァ ク シミ

リ 等によ る も のを含む。 ）  

イ  ポス タ ー、 看板（ プラ カード 及び建物又は電車、 自動車等に記載さ れたも のを含む。 ） 、 ネオ

ンサイ ン、 アド バルーンその他こ れら に類似する 物によ る も の 

ウ  新聞、 雑誌その他の出版物、 放送（ 有線電気通信設備によ る 放送を含む。 ） 、 映写又は電光に

よ る も の 

エ 情報処理の用に供する 機器によ る も の（ Ｅ メ ール、 イ ンタ ーネッ ト 上の広告等）  

オ 不特定多数の者への説明会、 相談会、 キャ ッ チセールス 等において使用する ス ラ イ ド 、 ビデオ

又は口頭で行われる 演述によ る も の 

 

５  通常、 医療広告と は見なさ れないも のの具体例 

（ １ ）  学術論文、 学術発表等 

学会や専門誌等で発表さ れる 学術論文、 ポス タ ー、 講演等は、 社会通念上、 広告と 見なさ れる

こ と はない。 こ れら は、 本指針第２ の１ に掲げた①及び②の要件のう ち、 ①の「 誘引性」 を有さ

ないため、 本指針上も 原則と し て、 広告に該当し ないも のである 。  

ただし 、 学術論文等を装いつつ、 不特定多数にダイ レ ク ト メ ールで送る 等によ り 、 実際には特

定の医療機関（ 複数の場合を含む。 ） に対する 患者の受診等を増やすこ と を目的と し ている と 認

めら れる 場合には、 ①の「 誘引性」 を有する と 判断し 、 ①及び②の要件を満たす場合には、 広告

と し て取り 扱う こ と が適当である 。  

 

（ ２ ）  新聞や雑誌等での記事 

新聞や雑誌等での記事は、 本指針第２ の１ に掲げた①及び②の要件のう ち、 ①の「 誘引性」 を

通常は有さ ないため、 本指針上も 原則と し て、 広告に該当し ないも のである が、 費用を負担し て

記事の掲載を依頼する こ と によ り 、 患者等を 誘引する いわゆる 記事風広告は、 広告規制の対象と

なる も のである 。  

mailto:nolhospi@xxx.or.jp
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（ ３ ）  患者等が自ら 掲載する 体験談、 手記等 

自ら や家族等から の伝聞によ り 、 実際の体験に基づいて、 例えば、 Ａ 病院を推薦する 手記を個

人Ｘ が作成し 、 出版物やし おり 等によ り 公表し た場合や口頭で評判を 広める 場合には、 一見する

と 本指針第２ の１ に掲げた①及び②の要件を 満たすが、 こ の場合には、 個人Ｘ がＡ 病院を推薦し

たにすぎず、 ①の「 誘引性」 の要件を満たさ ないため広告と は見なさ ない。  

ただし 、 Ａ 病院から の依頼に基づく 手記であったり 、 Ａ 病院から 金銭等の謝礼を受けている 又

はその約束がある 場合には、 ①の「 誘引性」 を有する も のと し て取り 扱う こ と が適当である 。 ま

た、 個人Ｘ がＡ 病院の経営に関与する 者の家族等である 場合にも 、 病院の利益のためと 認めら れ

る 場合には、 ①の「 誘引性」 を有する も のと し て、 取り 扱う も のである こ と 。  

 

（ ４ ）  院内掲示、 院内で配布する パンフ レ ッ ト 等 

院内掲示、 院内で配布する パンフ レ ッ ト 等はその情報の受け手が、 通常、 既に受診し ている 患

者等に限定さ れる ため、 本指針第２ の１ に掲げた①及び②の要件のう ち、 ①「 患者の受診等を誘

引する 意図がある こ と 」 （ 誘引性） を満たすも のではなく 、 情報提供や広報と 解さ れる 。  

 

（ ５ ）  医療機関の職員募集に関する 広告 

医療機関に従事する 職員の採用を目的と し たいわゆる 求人広告は、 通常、 医療機関の名称や連

絡先等が記載さ れている が、 当該医療機関への受診を誘引する も のではないこ と から 、 本指針第

２ の１ に掲げた①及び②の要件のう ち、 ①の「 誘引性」 を有する も のではない。 そのため、 本指

針の対象と なる 医療広告ではない。  

 

６  医療広告規制の対象者 

（ １ ）  医療広告規制の対象者 

法第６ 条の５ 第１ 項において「 何人も 、 医業若し く は歯科医業又は病院若し く は診療所に関し

て、 文書その他いかなる 方法によ る を問わず、 広告その他の医療を受ける 者を誘引する ための手

段と し ての表示（ 以下こ の節において単に「 広告」 と いう 。 ） をする 場合には、 虚偽の広告をし

てはなら ない」 と ある よ う に、 医師若し く は歯科医師又は病院等の医療機関だけではなく 、 マス

コ ミ 、 広告代理店、 アフ ィ リ エイ タ ー（ 閲覧し た人を誘引する こ と を 目的と し てブロ グ等で紹介

し 、 その成果に応じ て報酬が支払われる 広告を行う 者をいう 。 以下同じ 。 ） 、 患者又は一般人等、

何人も 広告規制の対象と さ れる も のである 。  

ま た、 日本国内向けの広告であれば、 外国人や海外の事業者等によ る 広告（ 海外から 発送さ れ

る ダイ レ ク ト メ ールやＥ メ ール等） も 規制の対象である 。  

 

（ ２ ）  広告媒体と の関係 

広告依頼者から 依頼を受けて、 広告を企画・ 制作する 広告代理店や広告を掲載する 新聞、 雑誌、

テレ ビ、 出版等の業務に携わる 者及びアフィ リ エイ タ ーは、 依頼を受けて広告依頼者の責任によ

り 作成又は作成さ れた広告を掲載、 放送等する に当たっては、 当該広告の内容が虚偽誇大なも の

等、 法や本指針に違反する 内容と なっていないか十分留意する 必要があり 、 違反等があった場合

には、 広告依頼者と と も に法や本指針によ る 指導等の対象と なり 得る も のである 。  

 

第３  禁止さ れる 広告について  

１  禁止の対象と なる 広告の内容 

法第６ 条の５ 第１ 項の規定によ り 、 患者等に著し く 事実に相違する 情報を与え、 適切な受診機会を

喪失さ せ、 不適切な医療を受けさ せる おそれがある こ と から 、 内容が虚偽にわたる 広告は、 罰則付き

で禁じ ら れている 。  

同様に、 同条第２ 項の規定によ り 、 患者等に対し て医療に関する 適切な選択に関し 必要な基準と し
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て、 いわゆる 比較優良広告、 誇大広告の他、 公序良俗に反する 内容の広告が禁止さ れている 。 ま た、

省令で定めら れた広告の基準に適合し なければなら ない。 広告の基準と し ては、 患者等の主観又は伝

聞に基づく 、 治療等の内容又は効果に関する 体験談の広告及び治療等の内容又は効果について、 患者

等を誤認さ せる おそれがある 治療等の前後の写真等の広告が禁止さ れる 。  

さ ら に、 同条第３ 項の規定によ り 、 患者等によ る 医療に関する 適切な選択が阻害さ れる おそれが少

ない場合と し て省令で定める 場合（ 第５ 参照） を除いては、 広告可能な事項が限定さ れており 、 広告

可能な事項以外の広告は禁じ ら れている 。  

（ １ ）  内容が虚偽にわたる 広告（ 虚偽広告）  

法第６ 条の５ 第１ 項に規定する 「 虚偽の広告をし てはなら ない」 と は、 広告に示さ れた内容が

虚偽である 場合、 患者等に著し く 事実に相違する 情報を与え、 適切な受診機会を喪失さ せ、 不適

切な医療を受けさ せる おそれがある こ と から 、 罰則付き で禁じ ら れている も のである こ と 。  

【 具体例】  

・  「 絶対安全な手術です！」  

・  「 ど んなに難し い症例でも 必ず成功し ま す」  

→絶対安全な手術等は、 医学上あり 得ないので、 虚偽広告と し て取り 扱う 。  

・  厚生労働省の認可し た○○専門医 

→専門医の資格認定は、 学会が実施する も のであり 、 厚生労働省が認可し た資格ではない。  

・  加工・ 修正し た術前術後の写真等の掲載 

→あたかも 効果がある かのよ う に見せる ため加工・ 修正し た術前術後の写真等については、

虚偽広告と し て取り 扱う 。  

・  「 一日で全ての治療が終了し ま す」 （ 治療後の定期的な処置等が必要な場合）  

→治療後の定期的な処置等が必要である にも かかわら ず、 全ての治療が一日で終了する と い

った内容の表現を掲載し ている 場合には、 内容が虚偽広告と し て取り 扱う 。  

・  「 ○％の満足度」 （ 根拠・ 調査方法の提示がないも の）  

データ の根拠（ 具体的な調査の方法等） を明確にせず、 データ の結果と 考えら れる も のの

みを示すも のについては、 虚偽広告と し て取り 扱う べき である こ と 。  

ま た、 非常に限ら れた患者等を対象に実施さ れた調査や謝金を支払う こ と によ り 意図的に

誘導さ れた調査の結果など 、 公正なデータ と いえないも のについても 、 虚偽にわたる も のと

し て取り 扱う 。  

・  「 当院は、 ○○研究所を併設し ていま す」 （ 研究の実態がないも の）  

法第 42 条の規定に基づき 、当該医療機関を開設する 医療法人の定款等において同条第２ 号

に掲げる 医学又は歯学に関する 研究所の設置を行う 旨の定めがある 場合等においても 、 研究

し ている 実態がない場合には、 虚偽広告と し て取り 扱う 。  

 

（ ２ ）  他の病院又は診療所と 比較し て優良である 旨の広告（ 比較優良広告）  

法第６ 条の５ 第２ 項第１ 号に規定する 「 他の病院又は診療所と 比較し て優良である 旨の広告をし

ないこ と 」 と は、 特定又は不特定の他の医療機関（ 複数の場合を 含む。 ） と 自ら を比較の対象と し 、

施設の規模、 人員配置、 提供する 医療の内容等について、 自ら の病院等が他の医療機関よ り も 優良

である 旨を広告する こ と を意味する も のであり 、 医療広告と し ては認めら れない。  

こ れは、 事実であったと し ても 、 優秀性について、 著し い誤認を与える おそれがある ために禁止

さ れる も のであり 、 例えば、 「 日本一」 、 「 №１ 」 、 「 最高」 等の最上級の表現その他優秀性につ

いて著し く 誤認を与える 表現は、 客観的な事実であったと し ても 、 禁止さ れる 表現に該当する 。  

ただし 、 最上級を意味する 表現その他優秀性について著し い誤認を与える 表現を除き 、 必ずし も

客観的な事実の記載を妨げる も のではないが、 求めら れれば内容に係る 裏付けと なる 合理的な根拠

を示し 、 客観的に実証でき る 必要がある 。 調査結果等の引用によ る 広告については、 出典、 調査の

実施主体、 調査の範囲、 実施時期等を併記する 必要がある 。  

ま た、 著名人と の関連性を強調する など 、 患者等に対し て他の医療機関よ り 著し く 優れている と

の誤認を与える おそれがある 表現は、 患者等を不当に誘引する おそれがある こ と から 、 比較優良広
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告と し て取り 扱う 。  

【 具体例】  

・  「 肝臓がんの治療では、 日本有数の実績を有する 病院です。 」  

・  「 当院は県内一の医師数を誇り ま す。 」  

・  「 本グループは全国に展開し 、 最高の医療を 広く 国民に提供し ており ま す。 」  

・  「 芸能プロ ダク ショ ンと 提携し ていま す」  

・  「 著名人も ○○医師を推薦し ていま す」  

・  「 著名人も 当院で治療を受けており ま す。 」  

 

（ ３ ）  誇大な広告（ 誇大広告）  

法第６ 条の５ 第２ 項第２ 号に規定する 「 誇大な広告」 と は、 必ずし も 虚偽ではないが、 施設の規

模、 人員配置、 提供する 医療の内容等について、 事実を不当に誇張し て表現し ていたり 、 人を誤認

さ せる 広告を意味する も のであり 、 医療広告と し ては認めら れない。  

「 人を誤認さ せる 」 と は、 一般人が広告内容から 認識する 「 印象」 や「 期待感」 と 実際の内容に

相違がある こ と を常識的判断と し て言えれば足り 、 誤認する こ と を証明し たり 、 実際に誤認し たと

いう 結果ま では必要と し ない。  

【 具体例】  

・  「 知事の許可を取得し た病院です！」 （ 「 許可」 を強調表示する 事例）  

→病院が都道府県知事の許可を得て開設する こ と は、 法における 義務であり 当然のこ と であ

る が、 知事の許可を得たこ と をこ と さ ら に強調し て広告し 、 あたかも 特別な許可を得た病

院である かのよ う な誤認を与える 場合には、 誇大広告と し て取り 扱う 。  

・  「 医師数○名（ ○年○月現在） 」  

→示さ れた年月の時点では、 常勤換算で○名である こ と が事実であっ たが、 その後の状況の

変化によ り 、 医師数が大き く 減少し た場合には、 誇大広告と し て取り 扱う こ と 。 （ こ の場

合、 広告物における 文字サイ ズ等の強調の程度や医療機関の規模等を総合的に勘案し 、 不

当に患者等を誘引する おそれがある かを判断する べき であり 、 一律に何名の差をも って誇

大広告と 取り 扱う かを示すこ と は困難である が、 少なく と も 実態に即し た人数に随時更新

する よ う 指導する べき である 。 ）  

・  （ 美容外科の自由診療の際の費用と し て） 「 顔面の○○術１ カ所○○円」  

→例えば、 当該費用について、 大き く 表示さ れた値段は５ カ所以上同時に実施し たと き の費

用であり 、 １ カ所のみの場合等には、 倍近い費用がかかる 場合等、 小さ な文字で注釈が付

さ れていたと し ても 、 当該広告物から は注釈を見落と すも のと 常識的判断から 認識でき る

場合には、 誇大広告と し て取り 扱う 。  

・  「 ○○学会認定医」 （ 活動実態のない団体によ る 認定）  

・  「 ○○協会認定施設」 （ 活動実態のない団体によ る 認定）  

→客観的かつ公正な一定の活動実績が確認さ れる 団体によ る も のを除き 、 当該医療機関関係

者自身が実質上運営し ている 団体や活動実態のない団体など によ る 資格認定や施設認定

を受けた旨については、 患者等を不当に誘引する おそれがあり 、 誇大広告と し て取り 扱う

べき である こ と 。  

・  「 ○○センタ ー」 （ 医療機関の名称又は医療機関の名称と 併記し て掲載さ れる 名称）  

→医療機関の名称と し て、 又は医療機関の名称と 併せて、 「 ○○センタ ー」 と 掲載する こ と

については、  

－ 法令の規定又は国の定める 事業を実施する 病院又は診療所である も のと し て、 救命救

急センタ ー、 休日夜間急患センタ ー、 総合周産期母子医療センタ ー等、 一定の医療を担

う 医療機関である 場合 

又は 

－ 当該医療機関が当該診療について、 地域における 中核的な機能や役割を担っている と

都道府県等が認める 場合 
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に限る も のと し 、 それ以外の場合については、 誇大広告と し て取り 扱う 。  

ただし 、 当該医療機関が提供する 医療の一部を担当する 部門名と し て患者向けに院内掲

示し ている も のをそのま ま ウ ェ ブサイ ト に掲載し ている 場合等には、 原則と し て、 内容が

誇大なも のと し て取り 扱わない。  

・  手術や処置等の効果又は有効性を強調する も の 

→撮影条件や被写体の状態を変える など し て撮影し た術前術後の写真等をウ ェ ブサイ ト に掲

載し 、 その効果又は有効性を強調する こ と は、 患者等を誤認さ せ、 不当に誘引する おそれ

がある こ と から 、 そう し た写真等については誇大広告と し て取り 扱う 。  

ま た、 あたかも 効果がある かのよ う に見せる ため加工・ 修正し た術前術後の写真等につ

いては、 上記（ １ ） の虚偽広告に該当する 。 （ 再掲）  

・  「 比較的安全な手術です。 」  

   →何と 比較し て安全である か不明であり 、 誇大広告と し て取り 扱う 。  

・  伝聞や科学的根拠に乏し い情報の引用 

→医学的・ 科学的な根拠に乏し い文献やテレ ビの健康番組での紹介によ る 治療や生活改善法

等の紹介は、 それら だけをも っては客観的な事実である と は証明でき ないため、 誇大広告

と し て取り 扱う 。  

・  「 ○○の症状のある 二人に一人が○○のリ ス ク があり ま す。 」  

・  「 こ んな症状が出ていれば命に関わり ま すので、 今すぐ 受診く ださ い。 」  

→科学的な根拠が乏し い情報である にも かかわら ず特定の症状に関する リ ス ク を強調する こ

と によ り 、 医療機関への受診を誘導する も のは、 誇大広告と し て取り 扱う 。  

・  「 ○○手術は効果が高く 、 おすすめです。 」  

→科学的な根拠が乏し い情報である にも かかわら ず特定の手術や処置等の有効性を強調する

こ と によ り 、 有効性が高いと 称する 手術等の実施へ誘導する も のは、 誇大広告と し て取り

扱う 。  

・  「 ○○手術は効果が乏し く 、 リ ス ク も 高いので、 新たに開発さ れた○○手術をおすすめし

ま す」  

→科学的な根拠が乏し い情報である にも かかわら ず特定の手術や処置等のリ ス ク を強調する

こ と によ り 、 リ ス ク が高いと 称する 手術等以外のも のへ誘導する も のは、 誇大広告と し て

取り 扱う 。  

 ※ 自由診療と は、 高齢者の医療の確保に関する 法律（ 昭和 57 年法律第 80 号） 第７ 条第１ 項に規

定する 医療保険各法及び同法に基づく 療養の給付等並びに公費負担医療に係る 給付（ 以下「 医療保

険各法等の給付」 と いう 。 ） の対象と なら ない検査、 手術その他の治療をいう 。 以下同じ 。 ）  

 

（ ４ ）  公序良俗に反する 内容の広告 

法第６ 条の５ 第２ 項第３ 号に規定する 「 公の秩序又は善良の風俗に反する 内容の広告をし ない

こ と 」 と は、わいせつ若し く は残虐な図画や映像又は差別を助長する 表現等を使用し た広告など 、

公序良俗に反する 内容の広告を意味する も のであり 、 医療広告と し ては認めら れないこ と 。  

 

（ ５ ）  広告可能事項以外の広告 

法第６ 条の５ 第３ 項に「 次に掲げる 事項以外の広告がさ れても 医療を受ける 者によ る 医療に関

する 適切な選択が阻害さ れる おそれが少ない場合と し て厚生労働省令で定める 場合を除いては、

次に掲げる 事項以外の広告をし てはなら ない。 」 と 規定さ れている よ う に、 医療広告は、 患者の

治療選択等に資する 情報と し て、 法又は広告告示によ り 広告が可能と さ れた事項を除いては、 原

則、 広告が禁じ ら れている 。  

【 具体例】  

・  専門外来 

→専門外来と いう 表記については、 広告が可能な診療科名と 誤認を与える 事項であり 、 広告

可能な事項ではない。 （ ただし 、 保険診療や健康診査等の広告可能な範囲であれば、 例え
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ば、 「 糖尿病」 、 「 花粉症」 、 「 乳腺検査」 等の特定の治療や検査を外来の患者等に実施

する 旨の広告は可能であり 、 専門外来に相当する 内容を一律に禁止する も のではない。 な

お、 院内掲示の場合は本指針第２ の５ の（ ４ ） のと おり 広告と は見なさ れない。 ）  

・  死亡率、 術後生存率等 

→医療の提供の結果と し ては、 医療機能情報提供制度において報告が義務付けら れた事項以

外は、 対象と なっ た患者の状態等によ る 影響も 大き く 、 適切な選択に資する 情報である と

の評価がなさ れる 段階にはないこ と から 、 広告可能な事項ではない。  

・  未承認医薬品（ 海外の医薬品やいわゆる 健康食品等） によ る 治療の内容 

→治療の方法については、 広告告示で認めら れた保険診療で可能なも のや医薬品医療機器等

法で承認さ れた医薬品によ る 治療等に限定さ れており 、 未承認医薬品によ る 治療は、 広告

可能な事項ではない。  

 

（ ６ ）  患者等の主観に基づく 、 治療等の内容又は効果に関する 体験談 

省令第１ 条の９ 第１ 号に規定する 「 患者その他の者の主観又は伝聞に基づく 、 治療等の内容又

は効果に関する 体験談の広告をし てはなら ないこ と 」 と は、 医療機関が、 治療等の内容又は効果

に関し て、 患者自身の体験や家族等から の伝聞に基づく 主観的な体験談を、 当該医療機関への誘

引を目的と し て紹介する こ と を意味する が、 こ う し た体験談については、 個々の患者の状態等に

よ り 当然にその感想は異なる も のであり 、 誤認を与える おそれがある こ と を踏ま え、 医療広告と

し ては認めら れない。  

こ れは、 患者等の体験談の記述内容が、 広告が可能な範囲であっても 、 広告は認めら れない。  

なお、 個人が運営する ウ ェ ブサイ ト 、 SNS の個人のページ及び第三者が運営する いわゆる 口コ

ミ サイ ト 等への体験談の掲載については、 医療機関が広告料等の費用負担等の便宜を図って掲載

を依頼し ている など によ る 誘引性が認めら れない場合は、 広告に該当し ない。  

 

（ ７ ）  治療等の内容又は効果について、 患者等を誤認さ せる おそれがある 治療等の前又は後の写真等 

省令第１ 条の９ 第２ 号に規定する 「 治療等の内容又は効果について、 患者等を誤認さ せる おそ

れがある 治療等の前又は後の写真等の広告をし てはなら ないこ と 」 と は、 いわゆる ビフォ ーアフ

タ ー写真等を意味する も のである が、 個々の患者の状態等によ り 当然に治療等の結果は異なる も

のである こ と を 踏ま え、 誤認さ せる おそれがある 写真等については医療広告と し ては認めら れな

い。  

ま た、 術前又は術後の写真に通常必要と さ れる 治療内容、 費用等に関する 事項や、 治療等の主

なリ ス ク 、 副作用等に関する 事項等の詳細な説明を付し た場合についてはこ れに当たら ない。  

 さ ら に、 当該情報の掲載場所については、 患者等にと って分かり やすいよ う 十分に配慮し 、 例

えば、 リ ンク を 張った先のページへ掲載し たり 、 利点や長所に関する 情報と 比べて極端に小さ な

文字で掲載し たり と いった形式を採用し てはなら ない。  

なお、 治療効果に関する 事項は広告可能事項ではないため、 第５ に定める 要件を満たし た限定

解除の対象でない場合については、 術前術後の写真等については広告でき ない。  

【 具体例】  

・  術前又は術後（ 手術以外の処置等を含む。 ） の写真やイ ラ ス ト のみを示し 、 説明が不十分

なも の 

 

（ ８ ）  その他 

品位を損ねる 内容の広告、 他法令又は他法令に関連する 広告ガイ ド ラ イ ンで禁止さ れる 内容の

広告は、 医療広告と し て適切ではなく 、 厳に慎むべき である 。  

ア 品位を損ねる 内容の広告 

医療広告は、 患者等が広告内容を適切に理解し 、 治療等の選択に資する よ う 、 客観的で正確

な情報の伝達に努めなければなら ないから 、 医療機関や医療の内容について品位を損ねる 、 あ

る いはそのおそれがある 広告は行う べき ではない。  
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① 費用を強調し た広告 

【 具体例】  

・  今なら ○円でキャ ンペーン実施中！ 

・  「 ただいま キャ ンペーンを実施中」  

・  「 期間限定で○○療法を 50％オフで提供し ていま す」  

・  「 ○○100, 000 円 50, 000 円」  

・  「 ○○治療し 放題プラ ン」  

② 提供さ れる 医療の内容と は直接関係ない事項によ る 誘引 

提供さ れる 医療の内容と は直接関係のない情報を強調し 、 患者等を誤認さ せ、 不当に患者

等を誘引する 内容については、 広告は行う べき ではない。  

【 具体例】  

・  「 無料相談をさ れた方全員に○○をプレ ゼント 」  

物品を贈呈する 旨等を誇張する こ と は、 提供さ れる 医療の内容と は直接関係のない

事項と し て取り 扱う 。  

③ ふざけたも の、 ド タ バタ 的な表現によ る 広告 

イ  他法令又は他法令に関する 広告ガイ ド ラ イ ンで禁止さ れる 内容の広告 

他法令に抵触する 広告を行わないこ と は当然と し て、 他法令に関する 広告ガイ ド ラ イ ンも 遵

守する こ と 。  

ま た、 広告は通常、 医療機関が自ら の意思によ り 、 患者等の選択に資する ために実施する も

のであり 、 例えば、 医薬品又は医療機器の販売会社等から の依頼によ り 、 金銭の授与等の便宜

を受けて、 特定の疾病を治療でき る 旨等について広告する こ と は、 厳に慎むべき である 。  

① 医薬品医療機器等法 

例えば、 医薬品医療機器等法第 66 条第１ 項の規定によ り 、 医薬品・ 医療機器等の名称や、

効能・ 効果、 性能等に関する 虚偽・ 誇大広告が禁止さ れている 。 ま た、 同法第 68 条の規定に

よ り 、 承認前の医薬品・ 医療機器について、 その名称や、 効能・ 効果、 性能等についての広

告が禁止さ れている 。 例えば、 そう し た情報をウ ェ ブサイ ト に掲載し た場合には、 当該規定

等によ り 規制さ れ得る 。  

【 具体例】  

［ 広告可能なも の］  

・  当院ではジェ ネリ ッ ク 医薬品を採用し ており ま す。  

→医薬品が特定さ れないため、 医薬品医療機器等法上の医薬品の広告には該当せず、 医

療の内容に関する 事項と し て広告可能である 。  

・  AGA治療薬を取り 扱っており ま す。  

→医薬品が特定さ れないため、自由診療である 旨と 標準的な費用を併せて示し てあれば、

医薬品医療機器等法の承認を 得た医薬品によ る 治療の内容に関する 事項と し て広告

可能である 。  

        ［ 広告でき ないも の］  

・  医薬品「 ○○錠」 を処方でき ま す。  

→医薬品の商品名は、 医薬品医療機器等法の広告規制の趣旨に鑑み、 広告を行ってはな

ら ない。  

② 健康増進法（ 平成 14 年法律第 103 号）  

例えば、 健康増進法第 31 条第１ 項の規定によ り 、 何人も 、 食品と し て販売に供する 物に関

し て、 健康の保持増進の効果等について、 著し く 事実に相違する 表示をし 、 又は著し く 人を

誤認さ せる よ う な表示をする こ と が禁止さ れている 。 例えば、 そう し た情報をウ ェ ブサイ ト

に掲載し た場合には、 当該規定等によ り 規制さ れ得る 。  

③ 景表法 

例えば、 景表法第５ 条の規定によ り 、 商品又は役務の品質等について、 一般消費者に対し 、

実際のも の又は事実に相違し て競争事業者のも のよ り も 著し く 優良である と 示す表示又は取
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引条件について実際のも の又は競争事業者のも のよ り も 著し く 有利である と 一般消費者に誤

認さ れる 表示であって、 不当に顧客を誘引し 、 一般消費者によ る 自主的かつ合理的な選択を

阻害する おそれがある と 認めら れる 表示等（ 以下「 不当表示」 と いう 。 ） が禁止さ れている 。

例えば、 不当表示に当たる も のをウ ェ ブサイ ト に掲載し た場合には、 当該規定等によ り 規制

さ れ得る 。  

④ 不正競争防止法（ 平成５ 年法律第 47 号）  

例えば、不正競争防止法第 21 条第２ 項の規定によ り 、不正の目的をも って役務の広告等に

その役務の質、 内容、 用途又は数量について誤認さ せる よ う な表示を する 行為等が禁止さ れ

ている （ 同項第１ 号） ほか、 虚偽の表示をする 行為が禁止さ れている （ 同項第５ 号） 。 例え

ば、 虚偽の内容に当たる も のをウ ェ ブサイ ト に掲載し た場合には、 当該規定等によ り 規制さ

れ得る 。  

 

第４  広告可能な事項について  

１  医療広告と し て広告可能な範囲 

法第６ 条の５ 第３ 項の規定によ り 、 法又は広告告示によ り 広告が可能と さ れた事項以外は、 文書その

他いかなる 方法によ る を問わず、 何人も 広告をし てはなら ない。  

 

２  医療機能情報提供制度と の関係 

法第６ 条の３ によ る 医療機能情報提供制度の対象と なる 事項については、 専門外来を除いて医療広

告と し ても 、 原則と し て広告可能な事項である 。 ただし 、 都道府県が独自に報告を求める 事項につい

ては、 法又は広告告示で広告可能な事項と し て定めら れていない場合には、 広告でき ない。  

 

３  広告可能な事項の表現方法について 

（ １ ）  広告の手段 

法又は広告告示によ り 広告が可能と さ れた事項については、 文字だけではなく 、 写真、 イ ラ ス

ト 、 映像、 音声等によ る 表現も 可能である 。  

 

（ ２ ）  広告可能な事項の記載の仕方 

広告可能な治療の方法等については、 正確な情報が提供さ れ、 患者等によ る その選択を支援す

る 観点から 、患者等の情報の受け手側の理解が可能と なる よ う に分かり やすい表現を使用し たり 、

その説明を加える こ と は認めら れる 。  

例えば「 人工透析」 については、 診療報酬点数表等にある 「 人工腎臓」 や「 血液透析」 等と の

表現に加え、 一般に用いら れている 「 人工透析」 の表現も 広告可能である 。  

 

（ ３ ）  略号や記号の使用 

広告可能な事項について、 社会一般で用いら れていたり 、 広告の対象と なる 地域において、 正

確な情報伝達が可能である 場合には、 略号や記号を使用する こ と は差し 支えない。  

【 具体例】  

・  公益社団法人→（ 公社）  

・  一般社団法人→（ 一社）  

・  電話番号 03-0000-0000→☎03-0000-0000 

・  地域で定着し ている と 認めら れる 病院等の略称（ 大学病院、 中央病院等）  

ま た、 当該記号やマーク が示す内容を文字等によ り 併せて標記する こ と で、 正確な情報伝達が

可能である 場合にあっては、 記号やマーク を用いても 差し 支えない。  

 

４  広告可能な事項（ 法６ 条の５ 第３ 項） の具体的な内容 

広告可能事項については、 一つ一つの事項を個別に列記する のではなく 、 一定の性質を持った項目
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群と し て、 ま と めて「 ○○に関する 事項」 と 規定する いわゆる 「 包括規定方式」 をと っている 。  

（ １ ）  医師又は歯科医師である 旨（ 第１ 号関係）  

本号の規定によ り 、 医師法（ 昭和 23 年法律第 201 号） 第２ 条に規定する 免許又は歯科医師法

（ 昭和 23 年法律第 202 号）第２ 号に規定する 免許を有する 医師又は歯科医師である 旨を医業又は

歯科医業に関する 広告に記載でき る 。 我が国での医師又は歯科医師の免許を有さ ない場合には、

医師又は歯科医師である 旨を広告でき ない。  

ま た、 外国における 医師又は歯科医師である 旨の広告はでき ない。  

なお、 同項第７ 号にある よ う に、 病院又は診療所に従事する 薬剤師、 看護師その他の医療従事

者に関する 氏名等は、 広告可能な事項であり 、 本号の規定が、 病院又は診療所に従事する 者が薬

剤師、 看護師その他の医療従事者である 旨の広告を妨げる も のではないこ と に留意する こ と 。  

 

（ ２ ）  診療科名（ 第２ 号関係）  

法第６ 条の６ 第１ 項の規定にある よ う に、 医療法施行令（ 昭和 23 年政令第 326 号。 以下「 政

令」 と いう 。 ） 第３ 条の２ で定めら れた診療科名又は当該診療に従事する 医師が厚生労働大臣の

許可を受けたも のは広告可能である 。  

ア 政令に定めら れた診療科名 

政令に定めら れた診療科名については、 「 広告可能な診療科名の改正について」 （ 平成 20 年

３ 月 31 日医政発第 0331042 号厚生労働省医政局長通知） で定める と こ ろによ る 。  

当該通知の具体的内容は、 以下のと おり である 。  

（ ⅰ）  医療機関が標榜する 診療科名と し て広告可能な範囲 

① 「 内科」 「 外科」 は、 単独で診療科名と し て広告可能である と と も に、  

② 以下の 

（ a） 身体や臓器の名称 

（ b） 患者の年齢、 性別等の特性 

（ c） 診療方法の名称 

（ d） 患者の症状、 疾患の名称 

についても 、 政令第３ 条の２ 第１ 項第１ 号ハに規定する 事項に限り 「 内科」 「 外科」 と

組み合わせる こ と によ って、 診療科名と し て広告する こ と が可能である 。  

③ その他、政令第３ 条の２ 第１ 項第１ 号ニ（ 1） に定める 診療科名である「 精神科」 、「 ア

レ ルギー科」 、 「 リ ウ マチ科」 、 「 小児科」 、 「 皮膚科」 、 「 泌尿器科」 、 「 産婦人科」

（ ※） 、「 眼科」 、「 耳鼻いんこ う 科」 、「 リ ハビリ テーショ ン科」 、「 放射線科」 （ ※） 、

「 救急科」 、 「 病理診断科」 「 臨床検査科」 についても 、 単独の診療科名と し て広告す

る こ と が可能である 。  

ま た、 こ れら の診療科名と 上記②の（ a） から （ d） ま でに掲げる 事項と 組み合わせる

こ と によ って、 診療科名と し て広告する こ と も 可能である 。  

（ ※） 「 産婦人科」 については、 「 産科」 又は「 婦人科」 と 代替する こ と が可能である 。 

「 放射線科」 については、 「 放射線治療科」 又は「 放射線診断科」 と 代替する こ

と が可能である 。  

特に、 上記②の組み合わせによ る 診療科名については、 患者等が自分の病状に合った適切

な医療機関の選択を行う こ と を支援する と いう 観点から 、 虚偽、 誇大な表示が規制さ れる の

みでなく 、 診療内容の性格に応じ た最小限必要な事項の表示が義務づけら れる 。 ま た、 診療

科名の表記に当たっては、 診療内容について客観的評価が可能で分かり やすいも のにする 必

要がある 。  

以上の点を踏ま え、 広告する に当たって通常考えら れる 診療科名を、 以下に例示する 。  

 医科  歯科 

内科 

呼吸器内科 

循環器内科 

外科 

呼吸器外科 

心臓血管外科 

泌尿器科 

産婦人科 

産科 

歯科 

小児歯科 

矯正歯科 
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消化器内科 

心臓内科 

血液内科 

気管食道内科 

胃腸内科 

腫瘍内科 

糖尿病内科 

代謝内科 

内分泌内科 

脂質代謝内科 

腎臓内科 

神経内科 

心療内科 

感染症内科 

漢方内科 

老年内科 

女性内科 

新生児内科 

性感染症内科 

内視鏡内科 

人工透析内科 

疼痛緩和内科 

ペイ ンク リ ニッ ク 内科 

アレ ルギー疾患内科 

内科（ ペイ ン ク リ ニッ

ク ）  

内科（ 循環器）  

内科（ 薬物療法）  

内科（ 感染症）  

内科（ 骨髄移植）  

心臓外科 

消化器外科 

乳腺外科 

小児外科 

気管食道外科 

肛門外科 

整形外科 

脳神経外科 

形成外科 

美容外科  

腫瘍外科 

移植外科 

頭頸部外科 

胸部外科 

腹部外科 

肝臓外科 

膵臓外科 

胆のう 外科 

食道外科 

胃腸外科 

大腸外科 

内視鏡外科 

ペイ ンク リ ニッ ク 外科 

外科（ 内視鏡）  

外科（ がん）  

精神科 

アレ ルギー科 

リ ウ マチ科 

小児科 

皮膚科 

婦人科 

眼科 

耳鼻いんこ う 科 

リ ハビリ テーショ ン科 

放射線科 

放射線診断科 

放射線治療科 

病理診断科  

臨床検査科 

救急科 

児童精神科  

老年精神科 

小児眼科 

小児耳鼻いんこ う 科 

小児皮膚科 

気管食道・ 耳鼻いんこ う

科 

腫瘍放射線科 

男性泌尿器科 

神経泌尿器科 

小児泌尿器科 

小児科（ 新生児）  

泌尿器科（ 不妊治療）  

泌尿器科（ 人工透析）  

産婦人科（ 生殖医療）  

美容皮膚科 

など  

 

 

 

歯科口腔外科 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ま た、 複数の事項を組み合わせた通常考えら れる 診療科名を以下に例示する 。  

【 例： 医科】  

「 血液・ 腫瘍内科」 、 「 糖尿病・ 代謝内科」 、 「 小児腫瘍外科」 、 「 老年心療内科」 、

「 老年・ 呼吸器内科」 、 「 女性乳腺外科」 、 「 移植・ 内視鏡外科」 、 「 消化器・ 移植外

科」 、 「 ペイ ンク リ ニッ ク ・ 整形外科」 、 「 脳・ 血管外科」 、 「 頭頸部・ 耳鼻いんこ う

科」 、 「 肝臓・ 胆のう ・ 膵臓外科」 、 「 大腸・ 肛門外科」 、 「 消化器内科（ 内視鏡） 」 、

「 腎臓内科（ 人工透析） 」 、 「 腫瘍内科（ 疼痛緩和） 」 、 「 腎臓外科（ 臓器移植） 」 、

「 美容皮膚科（ 漢方） 」 など  

【 例： 歯科】  

「 小児矯正歯科」 など  

 

なお、 組み合わせに当たり 、 （ a） から （ d） ま でに掲げる 事項のう ち、 異なる 区分に属 

する 事項であれば、 複数の事項を組み合わせる こ と が可能である 。  

一方、 同じ 区分に属する 事項同士を複数繋げる こ と については、 不適切な意味と なる お

それがある こ と から 、 認めら れない。 同じ 区分に属する 事項を複数組み合わせる 場合につ

いては、 同じ 区分に属する 事項を繋げる こ と によ って一つの名称になら ないよ う 、 例えば

「 老人・ 小児内科」 と いう よ う に、 それぞれの事項を区切る 等の工夫をし て組み合わせる

必要がある 。  
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（ ⅱ）  従来から 広告可能と さ れてき た診療科名と の関係 

医療法施行令の一部を改正する 政令（ 平成 20 年政令第 36 号） によ る 改正（ 以下「 平成 20

年改正」 と いう 。 ） 以前に広告可能と 認めら れていた診療科名のう ち、 改正によ り 広告する

こ と が認めら れなく なった以下の診療科名については、 看板の書き 換え等、 広告の変更を行

わない限り 、 引き 続き 、 広告する こ と が認めら れる 。  

◎平成 20 年改正によ り 広告する こ と が認めら れなく なった診療科名 

「 神経科」 、 「 呼吸器科」 、 「 消化器科」 、 「 胃腸科」 、 「 循環器科」 、 「 皮膚泌尿器

科」 、 「 性病科」 、 「 こ う 門科」 、 「 気管食道科」  

 

（ ⅲ）  医療機関が広告する 診療科名の数について 

患者等によ る 自分の病状等に合ったよ り 適切な医療機関の選択を支援する 観点から 、 医療

機関においては、 当該医療機関に勤務する 医師又は歯科医師一人に対し て主たる 診療科名を

原則２ つ以内と し 、 診療科名の広告に当たっ ては、 主たる 診療科名を 大き く 表示する など、

他の診療科名と 区別し て表記する こ と が望ま し い。  

 

（ ⅳ）  診療科名の組み合わせの表示形式について 

医療機関が広告する 診療科名の表示形式については、 患者等に対し 当該医療機関における

医療機能が適切に情報提供さ れる ために、 以下に掲げる 表示形式を採る よ う 、 配慮する こ と

が必要である 。  

① 「 ○○△△科」 と 組み合わせて表示する 場合 

表示例： 「 呼吸器内科」 ｢消化器外科｣ 

② 「 ○○・ △△科」 と 組み合わせて表示する 場合 

表示例： 「 肝臓・ 消化器外科」 「 糖尿病・ 代謝内科｣ 

③「 ○○科（ △△） 」 と 組み合わせて表示する 場合 

表示例： 「 内科（ 循環器） 」  

 

（ ⅴ）  広告する こ と ができ ない診療科名の表示について 

法令上根拠のない名称や、 組み合わせの診療科名のう ち、 診療内容が明瞭でないも のや、

医学的知見・ 社会通念に照ら し 、 不適切な組み合わせである 名称については、 患者等に対し

て適切な受診機会を喪失さ せる こ と に繋がる と と も に、 不適切な医療を提供する おそれがあ

る こ と から 、 こ れら を診療科名と する こ と は認めら れず、 医療機関が当該不適切な診療科名

を広告する こ と は、 法に規定する 罰則をも って禁止さ れている 。  

不適切な診療科名と は、 具体的には以下のと おり である 。  

① 不適切な組み合わせと し て認めら れない診療科名については、 省令に具体的に規定し て

いる （ 省令第１ 条の９ の４ 参照） 。  

診療科名 不合理な組み合わせと なる 事項 

     内科       整形又は形成 

     外科       心療 

 アレ ルギー科  アレ ルギー疾患 

    小児科      小児、 老人、 老年又は高齢者 

    皮膚科      

 

 

呼吸器、 消化器、 循環器、 気管食道、 心臓血管、 腎臓、 脳神経、 気管、

気管支、 肺、 食道、 胃腸、 十二指腸、 小腸、 大腸、 肝臓、 胆のう 、 膵

臓、 心臓又は脳 

   泌尿器科    

 

 

頭頸部、 胸部、 腹部、 呼吸器、 消化器、 循環器、 気管食道、 心臓血管、

脳神経、 乳腺、 頭部、 頸部、 気管、 気管支、 肺、 食道、 胃腸、 十二指

腸、 小腸、 大腸、 肝臓、 胆のう 、 膵臓、 心臓又は脳 
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    産婦人科     男性、 小児又は児童 

      眼科 

 

 

胸部、 腹部、 呼吸器、 消化器、 循環器、 気管食道、 肛門、 心臓血管、

腎臓、 乳腺、 内分泌、 頸部、 気管、 気管支、 肺、 食道、 胃腸、 十二指

腸、 小腸、 大腸、 肝臓、 胆のう 、 膵臓又は心臓 

   耳鼻咽喉科 

 

胸部、 腹部、 消化器、 循環器、 肛門、 心臓血管、 腎臓、 乳腺、 内分泌、

胃腸、 十二指腸、 小腸、 大腸、 肝臓、 胆のう 、 膵臓又は心臓 

② その他法令に根拠のない名称については、診療科名と し て広告する こ と は認めら れない。

具体的には、 以下に例示する 名称は診療科名と し て認めら れない。  

◎医科に関係する 名称 

「 呼吸器科」 、 「 循環器科」 、 「 消化器科」 、 「 女性科」 、 「 老年科」 、 「 化学療法

科」 、 「 疼痛緩和科」 、 「 ペイ ンク リ ニッ ク 科」 、 「 糖尿病科」 、 「 性感染症科」 など  

◎歯科に関係する 名称 

「 イ ンプラ ント 科」 、 「 審美歯科」 など  

なお、 こ れら 法令に根拠のない名称と 診療科名と を組み合わせた場合であっても 、 そ

の広告は認めら れない。  

イ  厚生労働大臣の許可を得た診療科名 

① 医業 

麻酔科 

「 麻酔科」 については、 当該診療に従事する 医師が厚生労働大臣の許可を得た場合に限り 、

広告可能と さ れている 。  

ま た、 法第６ 条の６ 第４ 項の規定によ り 、 麻酔科を診療科名と し て広告する と き には、 許可

を受けた医師の氏名を併せて広告し なければなら ないと さ れている こ と にも 留意する こ と 。  

 

（ ３ ）  病院又は診療所の名称、 電話番号及び所在の場所を表示する 事項並びに病院又は診療所の管理

者の氏名（ 第３ 号関係）  

本号の規定によ り 、 「 病院又は診療所の名称、 電話番号及び所在の場所を表示する 事項並びに

管理者の氏名」 が広告可能である こ と 。  

ア 病院又は診療所の名称 

病院又は診療所の名称は、 正式な名称だけではなく 、 当該医療機関である こ と が認識可能な

略称や英語名についても 、 可能である こ と 。  

ま た、 当該病院又は診療所のマーク や名称が記載さ れた看板の写真についても 差し 支えない

こ と 。  

イ  病院又は診療所の電話番号 

病院又は診療所の電話番号には、 ファ ク シミ リ 番号も 含ま れる 。 フリ ーダイ ヤルである 旨や

電話の受付時間等についても 、 広告告示第４ 条第 11 号に規定する 「 患者の受診の便宜を図る

ためのサービス 」 に該当する こ と から 、 広告可能である 。  

ウ  病院又は診療所の所在の場所を表示する 事項 

病院又は診療所の所在の場所を表示する 事項には、 住所、 郵便番号、 最寄り 駅等から の道順、

案内図、 地図等が含ま れる も のである 。  

エ 病院又は診療所の管理者の氏名 

 

（ ４ ）  診療日若し く は診療時間又は予約によ る 診療の実施の有無（ 第４ 号関係）  

本号については、 従来から 広告可能事項である こ と 。  

ア 診療日又は診療時間 

診療日及び診療時間は患者等に対し 、 提供する べき 情報である ので、 可能な限り 医療広告に

おいても 記載する のが望ま し い。 「 午前宅診・ 午後往診」 と の記載、 診療日を明示せず休診日

を明示する こ と 等は差し 支えない。  

イ  予約によ る 診療の実施の有無 
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例えば、 「 平日○○時～○○時予約受付」 、 「 ２ ４ 時間予約受付」 等、 予約時間を併せて示

すこ と や予約を 受け付ける 電話番号、 ウ ェ ブサイ ト のＵＲ Ｌ 、 Ｅ メ ールアド レ ス 等を示すこ と

も 差し 支えない。  

選定療養と し ての予約診療の場合には、 その制度、 負担費用等についても 、 併せて示すこ と

が望ま し い。  

 

（ ５ ）  法令の規定に基づき 一定の医療を担う も のと し て指定を受けた病院若し く は診療所又は医師若

し く は歯科医師である 場合には、 その旨（ 第５ 号関係）  

本号の規定によ り 、 指定を受けた旨や法令における 名称、 それら の略称を示すこ と ができ る 。

ま た、 虚偽広告や治療効果等の広告が認めら れていない事項と なら ない限り 、 指定を受けた制度

に関する 説明を 併せて示すこ と は差し 支えない。  

法令の規定上は「 ○○医療機関」 と し て指定を受けた病院又は診療所が、「 ○○病院」 又は「 ○

○診療所」 と 示すこ と 、 指定を受けた医師又は歯科医師の氏名を示すこ と は差し 支えない。  

以下に、 従来から 認めら れていた事項を中心に掲げる が、 こ れら は例示であり 、 こ こ に掲げら

れていないも のであっても 、 法令の規定に基づき 一定の医療を担う も のと し て指定を受けた病院

若し く は診療所又は医師若し く は歯科医師である 場合には、 その旨を 広告可能である こ と に留意

さ れたい。  

ア 保険医療機関である 旨 

健康保険法（ 大正 11 年法律第 70 号） によ る 指定を受けた旨を広告可能である こ と 。  

イ  労災保険指定病院、 労災保険指定診療所、 労災保険二次健診等給付病院又は労災保険二次健

診等給付診療所である 旨 

労働者災害補償保険法施行規則（ 昭和 30 年労働省令第 22 号） によ る 指定を受けた旨を広告

可能である こ と 。  

ウ  母体保護法指定医である 旨 

母体保護法（ 昭和 23 年法律第 156 号） によ る 指定を受けた旨を広告可能である こ と 。  

エ 臨床研修指定病院、 歯科医師臨床研修指定病院又は歯科医師臨床研修指定診療所である 旨 

医師法又は歯科医師法によ る 指定を受けた旨を広告可能である こ と 。  

オ 身体障害者福祉法指定医である 旨 

身体障害者福祉法（ 昭和 24 年法律第 283 号） によ る 指定を受けた旨を 広告可能である こ と 。 

カ 精神保健指定医、 指定病院又は応急入院指定病院である 旨 

精神保健及び精神障害者福祉に関する 法律（ 昭和 25 年法律第 123 号） によ る 指定を受けた

旨を広告可能である こ と 。  

キ 生活保護法指定医療機関である 旨 

生活保護法（ 昭和 25 年法律第 144 号） によ る 指定を受けた旨を広告可能である こ と 。  

ク  指定養育医療機関である 旨 

母子保健法（ 昭和 40 年法律第 141 号） によ る 指定を受けた旨を広告可能である こ と 。  

ケ 戦傷病者特別援護法指定医療機関である 旨 

戦傷病者特別援護法（ 昭和 38 年法律第 168 号） によ る 指定を受けた旨を広告可能である こ

と 。  

コ  外国医師臨床修練指定病院等である 旨 

外国医師等が行う 臨床修練に係る 医師法第十七条等の特例等に関する 法律（ 昭和 62 年法律

第 29 号） によ る 指定を受けた旨を広告可能である こ と 。  

サ 被爆者指定医療機関又は被爆者一般疾病医療機関である 旨 

原子爆弾被爆者に対する 援護に関する 法律（ 平成６ 年法律第 117 号） によ る 指定を受けた旨

を広告可能である こ と 。  

シ 指定自立支援医療機関である 旨 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する ための法律（ 平成 17 年法律第 123 号） に

よ る 指定を受けた旨を広告可能である こ と 。  
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「 指定自立支援医療機関（ 育成医療） 」 、「 指定自立支援医療機関（ 育成医療・ 更生医療） 」 、

「 指定自立支援医療機関（ 精神通院医療） 」 等のよ う に、 指定を受けた内容が育成医療、 更生

医療又は精神通院医療のいずれである のかを示す必要がある こ と 。 ただし 、 いずれの指定も 受

けている 場合には、 単に「 指定自立支援医療機関」 と する こ と で差し 支えない。  

ス  特定感染症指定医療機関、 第一種感染症指定医療機関、 第二種感染症指定医療機関又は結核

指定医療機関である 旨 

感染症の予防及び感染症の患者に対する 医療に関する 法律（ 平成 10 年法律第 114 号。 以下

「 感染症予防法」 と いう 。 ） によ る 指定を受けた旨を広告可能である こ と 。  

セ 指定居宅サービス 事業者、 指定介護予防サービス 事業者又は指定介護療養型医療施設である

旨 

介護保険法（ 平成９ 年法律第 123 号） によ る 指定を受けた旨を広告可能である こ と 。  

ソ  指定療育機関である 旨 

児童福祉法（ 昭和 22 年法律第 164 号） によ る 指定を受けた旨を広告可能である こ と 。  

タ  依存症専門医療機関又は依存症治療拠点機関である 旨 

「 依存症専門医療機関及び依存症治療拠点機関の整備について」 （ 平成 29 年６ 月 13 日付け

障発 0613 第４ 号） によ る 選定を受けた旨を広告可能である こ と 。  

「 依存症専門医療機関（ アルコ ール健康障害） 」 、 「 依存症専門医療機関（ 薬物依存症・ ギ

ャ ンブル等依存症） 」 等のよ う に、 選定基準を受けた内容がアルコ ール健康障害、 薬物依存症

又はギャ ンブル等依存症のいずれである のかを示す必要がある 。  

チ 看護師特定行為研修指定研修機関である 旨 

保健師助産師看護師法（ 昭和 23 年法律第 203 号） によ る 指定を受けた旨を 広告可能である こ

と 。  

 

（ ６ ）  第５ 条の２ 第１ 項の認定を受けた医師（ 医師少数区域経験認定医師） である 場合には、 その旨

（ 第６ 号関係）  

本号の規定によ り 、 医師少数区域等で勤務し た医師が、 「 医療法及び医師法の一部を改正する

法律の施行について（ 通知） 」 （ 令和２ 年１ 月 16 日医政発 0116 第２ 号厚生労働省医政局長通知）

で定める 「 医師少数区域経験認定医師」 である 旨を広告可能である こ と 。  

 

（ ７ ）  地域医療連携推進法人（ 第 70 条の５ 第１ 項に規定する 地域医療連携推進法人をいう 。 第 30 条

の４ 第 10 項において同じ 。 ） の参加病院等（ 第 70 条の２ 第２ 項第２ 号に規定する 参加病院等を

いう 。 ） である 場合には、 その旨（ 第７ 号関係）  

本号の規定によ り 、参加する 地域医療連携推進法人名や参加し ている 旨を広告可能である こ と 。 

ま た、当該地域医療連携推進法人に参加する 病院等の数や名称についても 広告可能である こ と 。 

 

（ ８ ）  入院設備の有無、 第７ 条第２ 項に規定する 病床の種別ごと の数、 医師、 歯科医師、 薬剤師、 看

護師その他の従業者の員数その他の当該病院又は診療所における 施設、 設備又は従業者に関する

事項（ 第８ 号関係）  

本号の規定によ り 、 病院又は診療所の構造設備・ 人員配置に関する 事項を示すこ と ができ る 。  

具体的には、 病床の種別、 病棟又は診療科（ 広告が可能な診療科名に限る 。 ） 等ごと の病床数、

人数や配置状況についても 広告可能である こ と 。 ま た、 医療従事者以外の従業員の人数や配置状

況についても 示すこ と ができ る 。  

以下に掲げる も のは、 例示であり 、 こ の他にも 病院又は診療所の構造設備・ 人員配置に関する

事項については、 広告可能である こ と に留意する こ と 。  

ア 病院又は診療所における 施設、 設備に関する 事項 

① 施設の概要 

敷地面積、 建築面積、 床面積（ 延べ床、 病棟別、 階層別等） 、 階層数（ 地上○階、 地下○

階等） 、 患者や面会者の使用でき る エレ ベータ ー等の数、 設計者・ 施工者の名称、 免震構造
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や耐震構造である 旨、 工法、 工期、 竣工日、 病棟配置図、 院内案内図その他の病院又は診療

所の施設に関する こ と で、 客観的な事実と し て検証可能な事項について、 広告可能である こ

と 。  

敷地内の写真、 建物の外観又は内装を撮影し た写真や映像等についても 、 広告し て差し 支

えない。  

② 入院設備の有無 

病床の種類、 病棟、 診療科別（ 広告が可能な診療科名に限る 。 ） 等の入院設備の有無も 差

し 支えない。  

③ 病床の種別ごと の数（ 病床数） 又は病室数 

病室の種類、 病棟、 診療科別（ 広告が可能な診療科名に限る 。 ） 等の数を広告し ても 差し

支えない。  

④  保有する 施設設備に関する 事項 

手術室、 集中治療室（ Ｉ Ｃ Ｕ） 、 新生児用集中治療室（ Ｎ Ｉ Ｃ Ｕ） 、 患者搬送車（ ヘリ コ

プタ ーを含む。 ） 等の有無、 数又はその面積等について、 広告可能である こ と 。  

ただし 、 こ れら の施設設備については、 病院等の事情によ り 、 患者を 受け入れら れない状

況も 予想さ れる こ と から 、 いつでも 利用可能と 誤認を与える おそれがある 表現は、 認めら れ

ない。  

⑤ 病室、 機能訓練室、 談話室、 食堂、 浴室又は院内売店その他の設備に関する 事項 

こ れら の設備についての有無、 数、 広さ 、 空調状況、 利用可能時間、 費用又は設置年月日

等を広告し ても 差し 支えない。  

なお、 当該構造設備で実施さ れる「 医療の内容」 に関する こ と を 広告する 場合には、 （ 13）

に記載し た医療の内容に関し て広告可能な事項の範囲に限ら れる も のである こ と に留意する

こ と 。  

⑥ 障害者等に対する 構造上の配慮 

バリ アフ リ ー構造、 院内点字ブロ ッ ク 、 点字表示又は音声案内設備等の有無等を広告可能

であり 、 車椅子利用者、 視覚障害者等への配慮をし た構造である 旨を 示すこ と も 差し 支えな

いこ と 。  

⑦ 据え置き 型の医療機器等の機械器具の配置状況 

画像診断装置や放射線治療器等の医療機器又は空気清浄機等の医療機器以外の機械器具の

配置状況について、 一般的な名称（ 例えばＭＲ Ｉ 、 Ｃ Ｔ 等） 、 それら の写真・ 映像、 導入台

数又は導入日等について、 広告可能である こ と 。  

ただし 、 医薬品医療機器等法において、 承認又は認証を得ていない医療機器（ 以下、 「 未

承認医療機器」 と いう 。 ） については、 その販売・ 授与等にかかる 広告が禁じ ら れている 他、

承認又は認証さ れている 医療機器であっても 、平成 29 年９ 月 29 日薬生発第 0929 第４ 号厚生

労働省医薬・ 生活衛生局長通知の別紙「 医薬品等適正広告基準」 によ り 、 医薬関係者以外の

一般人を対象と する 広告は行わないも のと さ れている こ と に鑑み、 医療機器が特定可能と な

る 販売名や型式番号については、 広告は行わないも のと する こ と 。  

なお、 医療機器の使用に関する こ と を広告する 際には、 （ 13） に記載し た医療の内容に関

し て広告可能な事項の範囲に限ら れる も のである こ と に留意する こ と 。  

イ  病院又は診療所の従業者の人員配置 

従業者の人数、 患者数に対する 配置割合等を広告可能である こ と 。 性別や職種別、 病床、 病

棟又は診療科（ 広告が可能な診療科名に限る 。 ） 等ごと の人数や配置状況についても 、 広告し

て差し 支えない。 医療従事者以外の従業員の人数や配置状況についても 示すこ と ができ る 。  

ただし 、 人数や配置割合については、 時期によ っ て変動する 数値である こ と から 、 いつの時

点での数値である のかを歴月単位で併記する こ と 。 ま た、 広告さ れた内容（ 従業員数又は患者

数に対する 配置割合等） の正否が容易に検証でき る よ う その広告さ れた数値について、 ウ ェ ブ

サイ ト や年報等の住民に周知でき る 方法によ り 公表し ておく こ と 。  

さ ら に、 広告し たこ れら 従業員の人数や配置状況について、 広告し た時点での数値と 現在の
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実態に大き な乖離が認めら れる こ と がないよ う 、 広告に示す数値は適宜、 少なく と も 年に１ 度

は更新する こ と 。  

なお、 従業員の氏名、 年齢、 性別、 役職又は略歴と いう 人物に関する 事項は、 医療従事者に

ついては法第６ 条の５ 第３ 項第９ 号、 その他の従業員については、 広告告示第４ 条第５ 号に規

定さ れており 、 広告可能である こ と 。 （ （ ９ ） 、 （ 15） 参照）  

 

（ ９ ）  当該病院又は診療所において診療に従事する 医師、 歯科医師、 薬剤師、 看護師その他の医療従

事者の氏名、 年齢、 性別、 役職、 略歴その他のこ れら の者に関する 事項であつて医療を受ける 者

によ る 医療に関する 適切な選択に資する も のと し て厚生労働大臣が定める も の（ 第９ 号関係）  

本号の規定によ り 、 当該病院又は診療所において診療に従事する 医師、 歯科医師、 薬剤師、 看

護師その他の医療従事者に関する 事項について、 医療を受ける 者によ る 医療に関する 適切な選択

に資する も のと し て厚生労働大臣が定める も のについてのみ、 限定的に広告可能である こ と 。  

広告告示によ り 定めら れている 広告可能な事項は、 「 当該病院又は診療所において診療に従事

する 医師、 歯科医師、 薬剤師、 看護師その他の医療従事者の氏名、 年齢、 性別、 役職及び略歴」

（ 広告告示第１ 条第１ 号） 及び「 次に掲げる 研修体制、 試験制度その他の事項に関する 基準に適

合する も のと し て厚生労働大臣に届け出た団体が行う 医師、 歯科医師、 薬剤師、 看護師その他の

医療従事者の専門性に関する 認定を受けた旨」 （ 広告告示第１ 条第２ 号） である 。  

ア 当該病院又は診療所において診療に従事する 医師、 歯科医師、 薬剤師、 看護師その他の医療

従事者の氏名、 年齢、 性別、 役職及び略歴 

① 医療従事者の範囲について 

氏名、 年齢、 性別等が広告可能と なる 医療従事者と は、 法律によ り 厚生労働大臣又は都道

府県知事の免許を受けた医療従事者と し 、 民間資格の取得者、 免許を 取得し ていない者又は

免許停止の処分を受けている 期間中である 者については、 広告でき ない。  

こ こ でいう 医療従事者の具体的な範囲は、 医師、 歯科医師、 薬剤師、 保健師、 助産師、 看

護師、 准看護師、 理学療法士、 作業療法士、 視能訓練士、 言語聴覚士、 義肢装具士、 診療放

射線技師、 臨床検査技師、 衛生検査技師、 臨床工学技士、 歯科衛生士、 歯科技工士、 救急救

命士、 管理栄養士及び栄養士と する 。  

② 当該病院又は診療所において診療に従事する 医療従事者の氏名、 年齢、 性別 

非常勤の医療従事者については、 常時勤務する 者と 誤解を与えないよ う 、 非常勤である 旨

や勤務する 日時（ 例えば、 「 火曜と 木曜の午後」 等） を示せば差し 支えないも のと する こ と 。

常時勤務する 者以外について、 常時勤務し ている 者である かのよ う に誤認を与える 広告につ

いては、 誇大広告と し て取り 扱う こ と が適当である 。  

③ 当該病院又は診療所において診療に従事する 医療従事者の役職 

「 院長」 、 「 副院長」 、 「 外科部長」 、 「 薬剤部長」 、 「 看護師長」 又は「 主任」 等の当

該病院又は診療所における 役職を意味する も のであり 、 学会や職能団体等における 役職につ

いては、 次の略歴に含ま れる 。  

④ 当該病院又は診療所において診療に従事する 医療従事者の略歴 

医師又は歯科医師等の医療従事者と し ての経歴を簡略に示すも のと し て、 生年月日、 出身

校、 学位、 免許取得日、 勤務し た医療機関（ 診療科（ 広告が可能な診療科名に限る 。 ） 、 期

間を含む） 等について、 一連の履歴を総合的に記載し たも のを想定し たも のである こ と 。  

記載する 事項は、 社会的な評価を受けている 客観的な事実であってその正否について容易

に確認でき る も のであり 、 専門医や認定医等の資格の取得等は含ま れない。  

なお、 研修については、 研修の実施主体やその内容が様々であり 、 医療に関する 適切な選

択に資する も のと そう ではないも のの線引き が困難である こ と から 、 広告可能な事項と はさ

れておら ず、 広告が認めら れていない事項である こ と に留意する こ と 。  

イ  医療従事者の専門性に関する 認定を受けた旨 

次に掲げる 一般社団法人日本専門医機構又は一般社団法人日本歯科専門医機構（ 以下「 専門

医機構」 と いう 。 ） が行う 医師又は歯科医師の専門性に関する 認定を受けた旨（ ただし 、 専門
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医機構が認定を 行う 専門性のう ち基本的な診療領域に係る も のに限る 。 ） を広告可能である こ

と 。  

ま た、 「 広告可能な医師等の専門性に関する 資格名等について」 （ 平成 25 年５ 月 31 日付け

の医政総発 0531 第１ 号医政局総務課長通知） において広告が可能と なっている 医師 58 団体 56

資格、 歯科医師５ 団体５ 資格については、 一定の場合を除き 、 当分の間、 令和３ 年 10 月 1 日

の広告告示改正前と 同様に広告する こ と ができ る も のであり 、 令和３ 年 10 月１ 日以降に新た

に学会よ り 認定さ れた者も 同様である こ と 。  

研修体制、 試験制度その他の事項に関する 基準に適合する も のと し て厚生労働大臣に届け出

た団体が行う 薬剤師、 看護師その他の医療従事者（ 医師、 歯科医師を除く ） の専門性に関する

認定を受けた旨を広告可能である こ と 。  

① 医師、 歯科医師の専門性資格 

ａ  専門医機構が認定する いわゆる 専門医等の資格(基本的な診療領域に係る も のに限る )を

有する 旨を広告し ても 差し 支えないこ と 。 こ こ でいう 基本的な診療領域と は、 医師につい

ては内科、 小児科、 皮膚科、 精神科、 外科、 整形外科、 産婦人科、 眼科、 耳鼻咽喉科、 泌

尿器科、 脳神経外科、 放射線科、 麻酔科、 病理、 臨床検査、 救急科、 形成外科、 リ ハビリ

テーショ ン科及び総合診療を、 歯科医師については、 口腔外科、 歯周病、 歯科麻酔、 小児

歯科及び歯科放射線をいう こ と 。  

ｂ  令和３ 年 10 月１ 日の広告告示の改正前に旧告示に基づき 厚生労働大臣に届け出た団体

が認定する いわゆる 専門医等の資格（ 医師 58 団体 56 資格、 歯科医師５ 団体５ 資格） を有

する 旨を広告し ても 差し 支えないこ と 。 なお、 当該資格については厚生労働省ホームペー

ジ（ www.mhlw .go.jp） によ り 公表し ている 。  

 専門医機構によ る 認定を受けた医師又は歯科医師について広告する 場合にあっては、 当

該医師又は歯科医師が専門医機構によ る 認定を受けた専門性と 同一の基本的な診療領域に

該当する 専門性について学会によ る 認定を受けた旨を広告する こ と はでき ないこ と と する

が、学会によ る 認定を受けた旨について令和３ 年 10 月１ 日において現に広告し ている と き

は、 専門医機構によ る 認定を受けた旨を広告する ま での間は、 引き 続き 当分の間、 学会に

よ る 認定を受けた旨を広告する こ と ができ る こ と 。  

ｃ  専門性の資格の広告が可能である のは、 当該医療機関に常時従事する 医師及び歯科医師

だけではなく 、 非常勤の医師及び歯科医師についても 、 常時勤務する 者と 誤解を与えない

よ う 、 非常勤である 旨や勤務する 日時を示せば広告し て差し 支えないも のと する こ と 。 常

時勤務する 者以外について、 常時勤務し ている 者である かのよ う に誤認を 与える 広告につ

いては、 誇大広告と し て取り 扱う こ と が適当である こ と 。  

ｄ  実際の広告の形態は、 主に次に示すよ う なも のを想定し ており 、 専門性の認定を行った

団体を明記する こ と 。  

【 具体例】  

・  医師○○○○（ 日本専門医機構認定○○専門医）  

・  歯科医師○○○○（ 日本歯科専門医機構認定○○専門歯科医）  

・  医師○○○○（ ○○学会認定○○専門医）  

・  歯科医師○○○○（ ○○学会認定○○専門歯科医）  

専門性の資格は、 専門医機構、 各関係学術団体が認定する も のである ので、 例えば、

「 厚生労働省認定○○専門医」 等は虚偽広告と し て取り 扱い、 単に「 ○○専門医」 と

の表記も 誤解を 与える も のと し て、誇大広告に該当する も のと し て指導等を 行う こ と 。 

② 薬剤師、 看護師その他の医療従事者（ 医師、 歯科医師を除く ） の専門性資格 

ａ  広告告示第１ 条第３ 号イ から リ に掲げる 基準を満たす団体が厚生労働大臣に届出を行っ

た場合は、 当該団体が認定する いわゆる 専門医等の資格を有する 旨を広告し ても 差し 支え

ないこ と 。  

ｂ  専門性に関する 認定を受けた旨を広告可能と する 医療従事者の範囲は、 法律によ り 厚生

労働大臣の免許を受けた医療従事者と し 、 具体的には、 薬剤師、 保健師、 助産師、 看護師、



 

- 21 - 
 

理学療法士、 作業療法士、 視能訓練士、 言語聴覚士、 義肢装具士、 診療放射線技師、 臨床

検査技師、 衛生検査技師、 臨床工学技士、 歯科衛生士、 歯科技工士、 救急救命士及び管理

栄養士と する 。  

ｃ  届出の受理の際、 広告告示に定める 基準の審査に当たっては、 専門医等の資格の客観性

を担保する ため、 医学医術に関する 団体を 始めと する 当該医療従事者の専門性に関する 職

種に関する 学術団体等から 、 意見を聴取する こ と と し ている こ と 。  

ｄ  専門性の資格の広告が可能である のは、 当該医療機関に常時従事する 薬剤師、 看護師そ

の他の医療従事者についてだけではなく 、 非常勤の医療従事者についても 、 常時勤務する

者と 誤解を与えないよ う 、 非常勤である 旨や勤務する 日時を示せば広告し て差し 支えない

も のと する こ と 。 常時勤務する 者以外について、 常時勤務し ている 者である かのよ う に誤

認を与える 広告については、 誇大広告と し て取り 扱う こ と が適当である こ と 。  

ｅ  厚生労働大臣が届出を受理し た場合には、 厚生労働省は、 当該団体名及び当該団体が認

定する 専門性の資格名の一覧を各都道府県あてに通知する と と も に、 厚生労働省ホームペ

ージ（ www. mhl w. go. j p） によ り 公表する こ と と する ので、 個別の広告が広告規制に抵触す

る か否かを判断する 際の参考にさ れたいこ と 。  

ｆ  実際の広告の形態は、 主に次に示すよ う なも のを想定し ており 、 専門性の認定を行った

団体を明記する こ と 。  

【 具体例】  

・  薬剤師○○○○（ ○○学会認定○○専門薬剤師）  

専門性の資格は、 各関係学術団体が認定する も のである ので、 例えば、 「 厚生労働

省認定○○専門薬剤師」 等は虚偽広告と し て取り 扱い、 単に「 ○○専門薬剤師」 と の

表記も 誤解を与える も のと し て、 誇大広告に該当する も のと し て指導等を行う こ と 。  

ｇ  団体によ る 厚生労働大臣への届出は、 別添１ の申請書によ り 必要な添付書類を添えて、

医政局総務課に提出を行う こ と と する こ と 。  

③ 薬剤師、 看護師その他の医療従事者（ 医師、 歯科医師を除く ） の専門性資格を認定する 団

体の基準 

ａ  広告告示第１ 条第３ 号イ 関係 

法人格の種類については、 民法（ 明治 29 年法律第 89 号） 第 34 条に規定する 社団法人

又は財団法人に限る と いう 趣旨ではなく 、 特定非営利活動促進法（ 平成 10 年法律第７ 号）

に基づく 特定非営利活動法人等であっても 差し 支えないこ と 。  

ｂ  広告告示第１ 条第３ 号ロ 関係 

専門性資格を認定する 団体の会員数の算定に際し ては、 当該団体が定める 正会員に限る

取扱いと し 、 準会員、 賛助会員等は含めないこ と 。 ま た、 会員数の８ 割以上が認定に係る

医療従事者でなければなら ないこ と 。  

ｃ  広告告示第１ 条第３ 号ハ関係 

「 一定の活動実績」 は、 ５ 年相当の活動実績と し て取り 扱う こ と 。 ま た、 その内容の公

表については、 ウ ェ ブサイ ト 、 年報等広く 国民に周知でき る 方法によ って行わなければな

ら ないこ と 。  

ｄ  広告告示第１ 条第３ 号ニ関係 

外部から 当該団体が認定し た専門性資格に関する 問い合わせを 行う 場合の連絡先が明

示さ れており 、 かつ、 問い合わせに明確に対応でき る 担当者（ 兼任でも 可） を置く 等の事

務局体制が確保さ れている こ と 。  

ｅ  広告告示第１ 条第３ 号ホ関係 

資格の取得要件の公表については、 ウ ェ ブサイ ト 、 年報等広く 国民に周知でき る 方法に

よ って行わなければなら ないこ と 。  

ｆ  広告告示第１ 条第３ 号ヘ関係 

薬剤師については５ 年間、 看護師その他の医療従事者については３ 年間の研修を実施す

る こ と と さ れている が、 すべての期間の研修について、 必ずし も 専門性資格の認定を行う



 

- 22 - 
 

団体自ら が行う 必要はないこ と 。 外部の研修を利用する 場合は、 当該団体自ら が行う 研修

と 外部の研修と が有機的に連携さ れたも のと なる よ う に配慮さ れたも のである 必要がある

こ と 。  

ｇ  広告告示第１ 条第３ 号ト 関係 

資格の認定は、 当該医療従事者の専門性を判断する のに十分な内容及び水準の公正な試

験によ り 実施さ れている 必要がある こ と 。  

ｈ  広告告示第１ 条第３ 号チ関係 

認定を受けた医療従事者の専門性を担保する ため、 専門性資格の認定を行った医療従事

者に対し 、 原則と し て少なく と も ５ 年に１ 度は当該資格を更新し なければなら ないこ と と

する こ と 。 ま た、 更新の際には、 適宜、 その専門性を確認でき る よ う 努める こ と 。  

ｉ  広告告示第１ 条第３ 号リ 関係 

当該団体の会員名簿（ 氏名のみが掲載さ れている も ので可。 ） 及び専門性の資格認定を

受けた者の名簿（ 氏名のみが掲載さ れている も ので可。 ） の双方が、 ウ ェ ブサイ ト 、 年報

等広く 国民に周知でき る 方法によ り 公表さ れている こ と 。  

 

（ 10）  患者又はその家族から の医療に関する 相談に応ずる ための措置、 医療の安全を確保する ための

措置、 個人情報の適正な取扱いを確保する ための措置その他の当該病院又は診療所の管理又は運

営に関する 事項（ 第 10 号関係）  

本号の規定によ り 、 病院又は診療所の管理又は運営に関する こ と を広告可能である こ と 。  

以下に掲げる も のは、 例示であり 、 こ の他にも 病院又は診療所の管理又は運営に関する 事項に

ついては、 客観性・ 正確性を確保し 得る 事項であれば、 広告可能である こ と に留意する こ と 。  

ア 休日又は夜間における 診療の実施 

休日又は夜間における 診療の受付又は問い合わせのための電話番号等の連絡先を 併せて示

し ても 差し 支えないこ と 。  

イ  診療録を電子化し ている 旨 

いわゆる 電子カルテ（ 診療情報を電子化し 保存更新する シス テム） を導入し ている 旨を広告

可能である こ と 。  

ウ  セカンド オピニオンの実施に関する こ と  

診療に関し て、 他の医師又は歯科医師の意見を求める いわゆる セカン ド オピ ニオン につい

て、 その内容について説明し 、 患者が希望し たと き の受入れ又は患者に対する 他の医師又は歯

科医師の紹介などの協力体制を取っている かについて、 広告可能である こ と 。 費用や予約の受

付に関する こ と についても 広告し て差し 支えないこ と 。  

エ 当該医療機関内に患者等から の相談に適切に応じ る 体制を確保し ている 旨 

医療機関内に患者相談窓口及び担当者（ 兼任でも 可） を設け、 患者、 家族等から の苦情、 相

談に応じ ら れる 体制を確保し ている こ と を意味する も のである こ と 。  

オ 当該医療機関内での症例検討会を開催し ている 旨 

症例検討会については、 定期的に実施し ている も のであり 、 医療機関内のス タ ッ フ が可能な

限り 参画し たも のである 必要がある こ と 。 臨床病理検討会の開催の有無、 予後不良症例に関す

る 院内検討体制の有無についてや、 それら の開催頻度や構成メ ンバー等についても 広告可能で

ある が、 その内容については、 広告可能な治療の内容を逸脱し てはなら ないこ と 。  

カ 医療の安全を確保する ための措置 

当該医療機関内での医療の安全を 確保する ための措置と し て、 安全管理のための指針の整

備、 安全管理のための医療事故等の院内報告制度の整備、 安全管理のための委員会の開催、 安

全管理のための職員研修の開催等について、 それら を実施し ている 旨や開催頻度等について広

告可能である こ と 。 院内感染の防止に関する こ と も 広告し て差し 支えないこ と 。  

なお、 「 医療の安全を保障し ま す」 や「 万全の安全管理体制」 等の広告は、 客観的な事実と

し て評価ができ ない表現である ため、 誇大広告であり 認めら れないこ と 。  

キ 個人情報の適正な取扱いを確保する ための措置 
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当該医療機関での個人情報の保護ポリ シー、 個人情報の保護に関する 従業者に対する 教育訓

練の実施状況、 漏えい防止のためのソ フ ト ウ ェ アを導入し ている 旨等について、 広告可能であ

る こ と 。  

ク  平均待ち時間 

前年度等の実績から 、 外来患者の受付から 診療を 始める ま での待ち時間について、 診療科別

（ 広告が可能な診療科名に限る 。 ） や曜日別等に広告可能である こ と 。  

広告し た平均待ち時間と 実際の待ち時間に乖離が生じ ないよ う に、 広告する 平均待ち時間に

ついては、 適宜更新する こ と 。  

ケ 開設日、 診療科別の診療開始日 

当該医療機関の開設日や診療科別（ 広告が可能な診療科名に限る 。 ） の診療開始日について

広告可能である こ と 。  

 

（ 11）  紹介をする こ と ができ る 他の病院若し く は診療所又はその他の保健医療サービス 若し く は福祉

サービス を提供する 者の名称、 こ れら の者と 当該病院又は診療所と の間における 施設、 設備又は

器具の共同利用の状況その他の当該病院又は診療所と 保健医療サービ ス 又は福祉サービス を提供

する 者と の連携に関する 事項（ 第 11 号関係）  

本号の規定によ り 、 紹介可能な他の医療機関や保健医療サービス 又は福祉サービス を提供する

者の名称、 共同で利用する 設備又は医療機器等の他の医療機関や介護保険サービス 事業者等と の

連携に関する こ と を広告可能である こ と 。  

ア 紹介可能な他の病院又は診療所の名称 

名称の他に所在地や連絡先等を併せて示すこ と も 差し 支えないこ と 。 ま た、 網羅的に列挙す

る 必要はないこ と 。  

イ  紹介可能な保健医療サービス 又は福祉サービ ス を提供する 者の名称 

紹介可能な他の指定居宅サービス 事業者、 介護老人保健施設等の介護保険サービス 事業者等

の名称について、 広告可能である こ と 。 当該事業者の事務所や施設の所在地や連絡先等を併せ

て示すこ と も 差し 支えないこ と 。  

ウ  共同利用を する こ と ができ る 医療機器に関する 事項 

他の医療機関の医療機器を共同利用し ている 医療機関において、 共同利用を行っている 旨と

し て、 利用でき る 医療機関名、 当該医療機器の一般的名称、 その写真等を広告可能である こ と 。

共同利用をし ている 医療機器を設置し ている 医療機関においても 、 同様の広告が可能である こ

と 。  

ただし 、 医薬品医療機器等法の広告規制の趣旨に鑑み、 承認又は認証を得た医療機器に限定

する と と も に、 販売名や販売名が特定さ れる 型番は広告し ないこ と と する こ と 。 ま た、 医薬品

医療機器等法上の承認又は認証の範囲を逸脱する 使用法や診断率、 治癒率、 施術後の生存率等

の治療の効果に関する 事項は、 広告可能な事項と はさ れておら ず、 広告が認めら れないこ と に

留意する こ と 。  

エ 紹介率又は逆紹介率 

他の医療機関と の連携に関する 事項と し て、 紹介率又は逆紹介率についても 、 広告し て差し

支えないこ と と する が、 広告さ れた内容（ 紹介率又は逆紹介率） の正否が容易に検証でき る よ

う 、 算定式と 算定に使用し た患者数等について、 ウ ェ ブサイ ト 、 年報等広く 住民に周知でき る

方法によ り 公表さ れている こ と 。 算定式は、 別に示さ れている 地域医療支援病院の紹介率等の

算定式を活用する こ と を基本と する が、 特定機能病院においては省令に規定さ れた算定式によ

る こ と と する こ と 。  

 

（ 12）  診療録その他の診療に関する 諸記録に係る 情報の提供、 第６ 条の４ 第３ 項に規定する 書面の交

付その他の当該病院又は診療所における 医療に関する 情報の提供に関する 事項（ 第 12 号関係）  

本号の規定によ り 、 医療に関する 情報提供に関し て、 その内容、 提供方法又は実績等について、

広告可能である こ と 。  
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ア ウ ェ ブサイ ト のアド レ ス 、 電子メ ールアド レ ス  

情報伝達手段と し て、 ウ ェ ブサイ ト のアド レ ス （ ＵＲ Ｌ ） や電子メ ールアド レ ス について、

広告可能である こ と 。 Ｑ Ｒ コ ード によ る 広告も 差し 支えないこ と 。  

イ  入院診療計画書の提供 

病名、 症状、 推定さ れる 入院期間、 予定さ れる 検査及び手術の内容並びにその日程、 その他

入院に関し 必要な事項が記載さ れた総合的な診療計画（ 地域連携ク リ ティ カルパス を含む。 ）

を提供する 旨や提供方法等を広告可能である こ と 。  

ウ  退院療養計画書の提供 

患者の退院時に、 退院後の療養に必要な保健医療サービス 又は福祉サービス に関する 事項を

記載し た療養計画書（ 地域連携ク リ ティ カルパス を含む。 ） を提供する 旨や提供方法等を広告

可能である こ と 。  

エ 診療録その他の診療に関する 諸記録に係る 情報の提供 

診療録その他の諸記録に係る 情報について、 その開示等の手続き に関する 事項、 相談窓口の

連絡先、 提供の実績等を広告可能である こ と 。  

 

（ 13）  当該病院又は診療所において提供さ れる 医療の内容に関する 事項（ 検査、 手術その他の治療の

方法については、 医療を受ける 者によ る 医療に関する 適切な選択に資する も のと し て厚生労働大

臣が定める も のに限る 。 ） （ 第 13 号関係）  

本号の規定によ り 、 「 検査、 手術その他の治療の方法」 に関し ては、 保険診療等の医療を受け

る 者によ る 医療に関する 適切な選択に資する も のと し て広告告示で定めた事項に限定し て広告可

能である も のであり 、 往診の実施に関する こ と 等その他の医療の内容については、 広く 広告が可

能と さ れる も のである こ と 。  

ア 検査、 手術その他の治療の方法 

検査、 手術その他の治療の方法については、 広告告示に定めら れた以下の①～⑤のいずれか

に該当する も のについて、 広告可能と し 、 ま た、 診療報酬点数表やその関連通知で使用さ れた

表現に加え、患者等の情報の受け手側の理解が得ら れる よ う 、分かり やすい表現を使用し たり 、

その説明を加える こ と も 可能なこ と 。  

ただし 、 医薬品医療機器等法の広告規制の趣旨から 、 医薬品又は医療機器の販売名（ 販売名

が特定可能な場合には、 型式番号等を含む。 ） については、 広告し ないこ と と する こ と 。  

なお、 治療の方針についても 、 成功率、 治癒率等の治療効果等を説明する こ と なく 、 広告可

能な事項の範囲であれば、 広告と し て記載し ても 差し 支えないこ と 。  

【 具体例】  

・  術中迅速診断を行い、 可能な限り 温存手術を 行いま す。  

・  手術療法の他に、 いく つかの薬物療法の適用がある ので、 それぞれのメ リ ッ ト ・ デメ リ

ッ ト を御説明し 、 話し 合いの下で治療方針を決定する よ う にし ており ま す。  

① 保険診療（ 広告告示第２ 条第１ 号関係）  

「 診療報酬の算定方法（ 平成 20 年厚生労働省告示第 59 号） に規定する 検査、 手術その

他の治療の方法」 と は、 保険診療と し て実施し ている 治療の方法と し て、 診療報酬点数表

に規定する 療養の実施上認めら れた手術、 処置等について広告可能である こ と 。  

なお、 広告する 治療方法について、 不当に患者等を誘引する こ と を避ける ため、 疾病等

が完全に治療さ れる 旨等その効果を推測的に述べる こ と は認めら れないこ と 。  

【 具体例】  

・  Ｐ Ｅ Ｔ 検査によ る 癌の検査を実施し ており ま す。  

・  白内障の日帰り 手術実施。  

・  日曜・ 祝日も 専用の透析室で、 人工透析を行っており ま す。  

・  イ ンタ ーフ ェ ロ ンによ る Ｃ 型肝炎治療を行いま す。  

② 評価療養、 患者申出療養及び選定療養（ 広告告示第２ 条第２ 号関係）  

「 厚生労働大臣の定める 評価療養、 患者申出療養及び選定療養（ 平成 18 年厚生労働省
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告示第 495 号） に規定する 検査、 手術その他の治療の方法」 と は、 当該医療機関で実施し

ている 評価療養、 患者申出療養又は選定療養について、 その内容を説明し 、 広告する こ と

が可能である こ と 。 こ れら については、 その内容、 制度、 負担費用等についても 、 併せて

示すこ と が望ま し いこ と 。  

③ 分娩（ 保険診療に係る も のを除く 。 ） （ 広告告示第２ 条第３ 号関係）  

「 分娩（ 第１ 号に係る も のを除く 。 ） 」 と は、 分娩を実施し ている 旨を広告可能である

こ と 。 「 出産」 や「 お産」 等の表現についても 、 差し 支えないこ と 。 帝王切開の実施につ

いては、 ①の保険診療での医療の内容と し て広告可能である こ と 。  

ま た、 分娩のための費用、 出産育児一時金受領委任払いの説明等についても 、 広告可能

である こ と 。  

④ 自由診療のう ち、保険診療又は評価療養、患者申出療養若し く は選定療養と 同一の検査、

手術その他の治療の方法（ 広告告示第２ 条第４ 号関係）  

「 医療保険各法等の給付の対象と なら ない検査、 手術その他の治療の方法のう ち、 第１

号又は第２ 号の方法と 同様の検査、 手術その他の治療の方法（ ただし 、 医療保険各法等の

給付の対象と なら ない旨及び標準的な費用を 併記する 場合に限る 。 ） 」 と は、 美容等の目

的である ため、 公的医療保険が適用さ れない医療の内容である が、 その手技等は、 保険診

療又は評価療養若し く は選定療養と 同一である 自由診療について、 その検査、 手術その他

治療の方法を広告可能である こ と 。  

ただし 、 公的医療保険が適用さ れない旨（ 例えば、 「 全額自己負担」 、 「 保険証は使え

ま せん」 、 「 自由診療」 等） 及び標準的な費用を併記する 場合に限って広告可能である こ

と 。 こ こ でいう 標準的な費用については、 一定の幅（ 例えば、 「 ５ 万～５ 万５ 千円」 等）

や「 約○円程度」 と し て示すこ と も 差し 支えないが、 実際に窓口で負担する こ と になる 標

準的な費用が容易に分かる よ う に示す必要がある こ と 。 別に麻酔管理料や指導料等がかか

る 場合には、 それら を含めた総額の目安についても 、 分かり やすいよ う に記載する こ と 。  

ま た、 当該治療の方法に、 併用さ れる こ と が通常想定さ れる 他の治療の方法がある 場合

は、 それら を含めた総額の目安についても 、 分かり やすいよ う に記載する こ と 。  

【 具体例】  

・  顔のし み取り  

・  イ ボ、 ホク ロ の除去 

・  歯列矯正 

⑤ 自由診療のう ち医薬品医療機器等法の承認又は認証を得た医薬品又は医療機器を用いる

検査、 手術その他の治療の方法（ 広告告示第２ 条第５ 号関係）  

「 医療保険各法等の給付の対象と なら ない検査、 手術その他の治療の方法のう ち、 医薬

品医療機器等法に基づく 承認若し く は認証を 受けた医薬品、 医療機器又は再生医療等製品

を用いる 検査、 手術その他の治療の方法（ ただし 、 医療保険各法等の給付の対象と なら な

い旨及び標準的な費用を併記する 場合に限る 。 ） 」 と は、 公的医療保険が適用さ れていな

い検査、 手術その他の治療の方法である が、 医薬品医療機器等法の承認又は認証を得た医

薬品又は医療機器をその承認等の範囲で使用する 治療の内容については、 広告可能である

こ と 。  

ただし 、 公的医療保険が適用さ れない旨（ 例えば、 「 全額自己負担」 、 「 保険証は使え

ま せん」 、 「 自由診療」 等） 及び標準的な費用を併記する 場合に限って広告可能である こ

と 。 こ こ でいう 標準的な費用については、 一定の幅（ 例えば、 「 １ ０ 万～１ ２ 万円」 等）

や「 約○円程度」 と し て示すこ と も 差し 支えないが、 実際に窓口で負担する こ と になる 標

準的な費用が容易に分かる よ う に示す必要がある こ と 。 別に麻酔管理料や服薬指導料等が

かかる 場合には、 それら を含めた総額の目安についても 、 分かり やすいよ う に記載する こ

と 。  

ま た、 医薬品医療機器等法の広告規制の趣旨から 、 医薬品又は医療機器の販売名（ 販売

名が特定可能な場合には、 型式番号等を含む。 ） については、 広告し ないこ と と する こ と 。
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医師等によ る 個人輸入によ り 入手し た医薬品又は医療機器を使用する 場合には、 仮に同一

の成分や性能を有する 医薬品等が承認さ れている 場合であっても 、 広告は認めら れないこ

と 。  

ま た、 当該治療の方法に、 併用さ れる こ と が通常想定さ れる 他の治療の方法がある 場合

は、 それら を含めた総額の目安についても 、 分かり やすいよ う に記載する こ と 。  

【 具体例】  

・  内服の医薬品によ る Ｅ Ｄ 治療 

・  眼科用レ ーザ角膜手術装置の使用によ る 近視手術の実施 

イ  提供さ れる 医療の内容（ アの検査、 手術その他の治療の方法を除く 。 ）  

① 法令や国の事業によ る 医療の給付を行っている 旨 

法令や国の通達によ る 事業によ る 医療の給付を行っている 旨と し て、 「 小児慢性特定疾

患治療研究事業」 、 「 特定疾患治療研究事業」 等によ る 医療の給付を行っ ている 旨を広告

可能である こ と 。  

② 基準を満たす保険医療機関と し て届け出た旨 

診療報酬上の各種施設基準を 満たす保険医療機関と し て地方社会保険事務所又は都道

府県知事に届出をし た場合、 各基準に適合し ている 旨、 当該基準の内容や届出日等を広告

可能である こ と 。  

③ 往診の実施 

往診を実施し ている 旨を広告可能であり 、 「 訪問診療の実施」 等の表現も 差し 支えない

も のである こ と 。 往診に応じ る 医師名、 対応する 時間、 訪問可能な地域等についても 広告

可能である こ と 。  

④ 在宅医療の実施 

訪問看護ス テーショ ンを設置し ている 場合には、 その旨を付記し て差し 支えないこ と 。  

「 在宅自己注射指導の実施」 、 「 在宅酸素療法指導の実施」 等についても 、 アに示し て

いる 広告可能な治療の内容であれば、 広告可能である こ と 。  

 

（ 14）  当該病院又は診療所における 患者の平均的な入院日数、 平均的な外来患者又は入院患者の数そ

の他の医療の提供の結果に関する 事項であつて医療を受ける 者によ る 医療に関する 適切な選択に

資する も のと し て厚生労働大臣が定める も の（ 第 14 号関係）  

本号の規定によ り 、 医療の提供の結果に関する 事項は、 医療を受ける 者によ る 医療に関する 適

切な選択に資する も のと し て広告告示に規定さ れた平均的な入院日数等に限り 、 広告可能である

こ と 。  

死亡率や治癒率等については、 対象と なった患者の状態等によ る 影響も 大き く 、 適切な選択に

資する 情報である と の評価がなさ れている 段階にはないこ と から 、 医療機能情報提供制度におい

て報告が義務付けら れた事項についてのみ、 広告可能である こ と 。  

ア 当該病院又は診療所で行われた手術の件数（ 広告告示第３ 条第１ 号関係）  

手術件数については、 治療の内容と し て広告可能な範囲の手術の件数と し 、 以下に掲げる も

のに限ら れる も のと する こ と 。  

① 診療報酬点数表で認めら れた手術（ 自由診療と し て実施する 場合を含む。 ）  

② 先進医療と し て届出さ れた手術（ 自由診療と し て実施する 場合を含む。 ）  

③ 医薬品医療機器等法の承認又は認証を得た医療機器を使用し 、 承認又は認証さ れた範囲で

実施さ れた手術 

手術件数を 広告する 際には、 当該手術件数に係る 期間を 暦月単位で併記する 必要がある こ

と 。  

ま た、 広告さ れた内容（ 手術件数） の正否が容易に検証でき る よ う その広告さ れた手術件数

について、 ウ ェ ブサイ ト 、 年報等広く 住民に周知でき る 方法によ り 公表さ れている こ と 。  

イ  当該病院又は診療所で行われた分娩の件数（ 広告告示第３ 条第２ 号関係）  

分娩件数を広告する 際には、 当該分娩件数に係る 期間を暦月単位で併記する こ と 。  
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ま た、 広告さ れた内容（ 分娩件数） の正否が容易に検証でき る よ う その広告さ れた分娩件数

について、 ウ ェ ブサイ ト 、 年報等広く 住民に周知でき る 方法によ り 公表さ れている こ と 。  

ウ  患者の平均的な入院日数（ 広告告示第３ 条第３ 号関係）  

患者の平均的な入院日数は、 次に掲げる 計算式によ り 計算する こ と 。 広告する 際には、 当該

平均在院日数に係る 期間を暦月単位で併記する こ と 。  

ま た、 広告さ れた内容（ 平均在院日数） の正否が容易に検証でき る よ う 、 その広告さ れた平

均在院日数について、 ウ ェ ブサイ ト 、 年報等広く 住民に周知でき る 方法によ り 公表さ れている

こ と 。 当該医療機関全体、 病床区分、 病棟、 診療科（ 広告が可能な診療科名に限る 。 ） 、 疾病

ごと の平均在院日数を広告する こ と も 差し 支えないこ と 。  

在院患者延数 

１ ／２ ×（ 新入院患者数＋退院患者数）  

ただし 、 病床区分等ごと に計算する 場合の平均在院日数にあっては、  

在院患者延数 

１ ／２ ×（ 新入院患者数 

＋同一医療機関内の他の病床等から 移さ れた患者数 

＋退院患者数 

＋同一医療機関内の他の病床等へ移さ れた患者数）  

エ 在宅患者、 外来患者及び入院患者の数（ 広告告示第３ 条第４ 号関係）  

在宅患者、 外来患者又は入院患者の数を広告する 際には、 当該患者数に係る 期間を暦月単位

で併記する と と も に、 広告さ れた内容（ 患者数） の正否が容易に検証でき る よ う その広告さ れ

た患者数について、 ウ ェ ブサイ ト 、 年報等広く 住民に周知でき る 方法によ り 公表さ れている こ

と 。  

ま た、 疾患別に広告する こ と も 可能である が、 正確な管理記録によ り 、 正確な数値である こ

と を事後検証可能な場合に限る こ と 。  

オ 平均的な在宅患者、 外来患者及び入院患者の数（ 広告告示第３ 条第５ 号関係）  

エ の患者の実数と 同様に、 月別等の在宅患者、 外来患者又は入院患者の平均数を広告する

際には、 当該患者数に係る 期間を暦月単位で併記する と と も に、 広告さ れた内容（ 平均患者数）

の正否が容易に検証でき る よ う その広告さ れた患者数について、 ウ ェ ブサイ ト 、 年報等広く 住

民に周知でき る 方法によ り 公表さ れている こ と 。  

ま た、 疾患別に広告する こ と も 可能である が、 正確な管理記録によ り 、 正確な数値である こ

と を事後検証可能な場合に限る こ と 。  

カ 平均病床利用率（ 広告告示第３ 条第６ 号関係）  

平均病床利用率は、 次に掲げる 計算式によ り 計算する こ と 。  

ま た、 平均病床利用率を広告する 際には、 当該平均病床利用率に係る 期間を暦月単位で併記

する と と も に、 広告さ れた内容が容易に検証でき る よ う 、 ウ ェ ブサイ ト 、 年報等広く 住民に周

知でき る 方法によ り 公表さ れている こ と 。  

なお、 当該医療機関全体、 病床区分、 病棟、 診療科（ 広告が可能な診療科名に限る 。 ） 、 疾

病ごと の平均病床利用率を広告可能である こ と 。  

１ 日平均在院患者数 

算定に係る 期間の末日の病床数 

キ 治療結果に関する 分析を行っている 旨及び当該分析の結果を提供し ている 旨（ 広告告示第３

条第７ 号関係）  

治療結果に関する 分析を行っている 旨又は当該分析の結果を提供し ている 旨については、 そ

の検討をする 検討会の開催頻度や構成メ ンバー、 分析結果を入手法等についても 広告可能であ

る が、 当該分析の結果そのも のについては、 広告が認めら れていないこ と に留意する こ と 。  

ク  セカンド オピニオンの実績（ 広告告示第３ 条第８ 号関係）  

いわゆる セカンド オピニオンの実績と し て、 他の医療機関に紹介し た患者数及び他の医療機

関から 紹介を受けた患者数を当該患者数に係る 期間を示し た上で、 広告可能である こ と 。  
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ケ 患者満足度調査を実施し ている 旨及び当該調査の結果を提供し ている 旨（ 広告告示第３ 条第

９ 号関係）  

患者満足度調査を実施し ている 旨、 当該調査の結果を提供し ている 旨又は当該調査の結果の

入手方法等については広告可能である が、 当該調査の結果そのも のについては、 広告が認めら

れていないこ と に留意する こ と 。  

 

（ 15）  その他前各号に掲げる 事項に準ずる も のと し て厚生労働大臣が定める 事項（ 第 15 号関係）  

本号の規定によ り 、 法第６ 条の５ 第３ 項第１ 号から 第 14 号に掲げら れた事項に準じ る も のと

し て厚生労働大臣が広告告示第４ 条各号で定めたも のを広告可能である こ と 。  

ア 広告告示第４ 条第１ 号～第３ 号関係 

「 健康保険病院、 健康保険診療所、 社会保険病院又は社会保険診療所である 旨」 （ 第１ 号） 、

「 船員保険病院又は船員保険診療所である 旨」 （ 第２ 号） 、 「 国民健康保険病院又は国民健康

保険診療所である 旨」 （ 第３ 号） については、 それぞれの各号に掲げる 医療機関である 旨を広

告可能である こ と 。  

イ  広告告示第４ 条第４ 号関係 

「 法令の規定又は国の定める 事業を実施する 病院又は診療所である 旨」 については、 救急病

院、 休日夜間急患センタ ー、 第二次救急医療機関、 エイ ズ治療拠点病院、 災害拠点病院、 へき

地医療拠点病院、 総合周産期母子医療センタ ー、 がん診療連携拠点病院又は紹介受診重点病院

若し く は紹介受診重点診療所等、 法令又は国の通達に基づく （ それら に基づいて都道府県等の

地方自治体が認定等をする 場合も 含む。 ） 一定の医療を担う 病院又は診療所である 旨を広告可

能である こ と 。  

当該制度の概要や認定を受けた年月日等についても 、 広告し て差し 支えないこ と 。  

ウ  広告告示第４ 条第５ 号関係 

「 当該病院又は診療所における 第１ 条第１ 号の医療従事者以外の従業者の氏名、年齢、性別、

役職及び略歴」 については、 医師、 歯科医師、 薬剤師、 看護師その他の医療従事者以外の従業

員の氏名、 年齢、 役職又は略歴の広告を可能と する も のである 。  

役職については、 「 事務長」 又は「 主任」 等の当該病院又は診療所における 役職を意味する

も のである こ と 。  

ま た、 略歴については、 経歴を簡略に示すも のと し て、 生年月日、 出身校、 学位、 免許取得

日、 勤務実績等について、 一連の履歴を総合的に記載し たも のを想定し たも のである こ と 。  

エ 広告告示第４ 条第６ 号関係 

「 健康診査の実施」 については、 医師等が診断・ 治療を目的と し た通常の診療と は別に、 そ

の有する 医学的知識を用いて健康診査を行う こ と を意味する も のであり 、 ま た、 実施する 健康

診査の種類を併せて示し ても 差し 支えないも のである こ と 。  

「 乳幼児健診」 、 「 胃がん検診」 、 「 肝炎ウ イ ルス 検診」 等、 対象者や部位を 付記する こ と

も 差し 支えないも のである こ と 。 「 人間ド ッ ク 」 と いう 表現や通常要する 期間を併せて示すこ

と （ 例： 「 一日総合健康診査」 、 「 半日人間ド ッ ク 」 等） も 広告し て差し 支えないこ と 。  

ただし 、 広告可能な健康診査については、 感染症予防法、 労働安全衛生法（ 昭和 47 年法律

第 57 号） 等に基づく 健康診断、 高齢者の医療の確保に関する 法律に基づく 医療等以外の保健

事業と し ての健康診査、 保険者から の委託に基づく 健康診断等の公的な健康診査と し ても 実施

さ れている も のと し 、 「 遺伝子検査」 、 「 アンチエイ ジングド ッ ク 」 等、 現時点で医学的・ 社

会的に様々な意見があり 、 広く 定着し ている と 認めら れないも のについては、 広告対象と し て

は認めら れないも のである こ と 。  

健康診査の実施に関し 、 その実施日又は実施時間については、 当該病院又は診療所の診療日

又は診療時間に含ま れる も のであり 、 広告し ても 差し 支えないこ と 。 費用、 取り 扱う 人数、 宿

泊の有無等についても 、 広告し て差し 支えないこ と 。  

オ 広告告示第４ 条第７ 号関係 

「 保健指導又は健康相談の実施」 については、 主と し て予防的なも のであって、 医師等が診
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断・ 治療を目的と し た通常の診療と は別に、 その有する 医学的知識を用いて相談者に対し 健康

の保持増進のための日常生活上の指導等を行う こ と を意味する も のであり 、 「 がんに関する 健

康相談」 、 「 生活習慣病に関する 健康相談」 、 「 歯の健康相談」 、 「 乳幼児保健指導」 、 「 禁

煙指導」 等、 対象者や指導対象を付記する こ と も 差し 支えないも のである こ と 。  

ただし 、 現時点で医学的・ 社会的に様々な意見があり 、 広く 定着し ている と 認めら れないも

のについては、 広告対象と し ては認めら れないも のである こ と 。  

保健指導又は健康相談の実施日時や実施する 医師の氏名、 費用等についても 広告し て差し 支

えないも のである こ と 。  

カ 広告告示第４ 条第８ 号関係 

「 予防接種の実施」 については、 対象と なる 予防接種の種別は、 予防接種法（ 昭和２ ３ 年法

律第６ ８ 号） において規定さ れている も の又は医薬品医療機器等法において承認さ れている ワ

ク チンを使用し た予防接種のみを広告の対象と する も のである こ と 。 接種を勧める 対象者、 接

種する べき 回数、 １ 回当たり の費用等についても 、 併せて広告する こ と は差し 支えないが、 ワ

ク チンの商品名は広告し ないこ と 。  

なお、 「 予防接種の実施」 が広告可能と さ れる 事項であり 、 ワ ク チンの発症予防率等、 その

効果に関する 事項は広告可能な事項ではなく 、例えば「 イ ンフ ルエンザの予防接種実施」 や「 麻

し んワ ク チン（ はし かを予防する ための注射です） を取り 扱っていま す」 等の予防接種を実施

し ている 旨を除いて、 その効果に関する 広告は認めら れないこ と に留意する こ と 。  

キ 広告告示第４ 条第９ 号関係 

「 医薬品、 医療機器等の品質、 有効性及び安全性の確保等に関する 法律第２ 条第 17 項に規

定する 治験に関する 事項」 については、 治験を実施し ている 旨、 治験実施者の名称、 当該治験

薬の対象と なる 疾患名及び治験を実施する 医療機関名等を広告し 得る も のである 。  

ま た、 当該治験薬の名称と し て、 一般的名称（ 成分名） 又は開発コ ード については、 治験に

関する 情報提供の推進の観点から 、 広告し ても 差し 支えないこ と 。 ただし 、 医薬品医療機器等

法で未承認医薬品の広告を禁じ ら れている 趣旨を 踏ま え、 治験の対象と なる 疾患名を除いた具

体的な治療効果に関する こ と 又は国内外での販売名（ 商品名） については、 医療広告と し ても 、

認めら れないこ と 。  

ク  広告告示第４ 条第 10 号関係 

「 介護保険法（ 平成９ 年法律第 123 号） に基づく 介護サービス を提供する ための事業所若し

く は施設又は法第 42 条第１ 項各号（ 第３ 号を除く 。 ） に掲げる 業務（ 以下こ の号において「 医

療法人の付帯業務」 と いう 。 ） を専ら 行う ための施設であり 、 かつ、 病院又は診療所の同一敷

地内に併設さ れている も のの名称及び提供する 介護サービス 又は医療法人の付帯業務」 につい

ては、 医療機関と 同一敷地内にある 介護老人保健施設等の介護保険サービス 事業者の名称及び

提供さ れる 介護サービス 又は医療法人の付帯業務について、 広告可能である こ と 。  

ケ 広告告示第４ 条第 11 号関係 

「 患者の受診の便宜を図る ためのサービス 」 については、 以下に例示と し て掲げる 事項のほ

か、 外来患者の受診のための便宜又は入院患者のための便宜を図る ためのサービス に関する こ

と を広告し て差し 支えないも のである こ と 。  

① 費用の支払方法又は領収に関する 事項 

費用の支払方法に関する 事項と し て、 ク レ ジッ ト カード の使用の可否、 使用可能なク レ ジ

ッ ト カード の種類、 分割払いの可否等を広告可能である こ と 。 ま た、 費用の領収に関する 事

項と し て、 費用の内訳の明細に関する 事項を示すこ と も 差し 支えないこ と 。  

② 入院患者に対し て当該医療機関が提供する サービス （ 医療の内容に関する も のを除く 。 ）

及びそれら に要する 費用 

貸し テレ ビの一時間当たり の値段、 イ ンタ ーネッ ト への接続環境やその費用等を広告可能

である こ と 。  

③ 対応する こ と ができ る 言語 

手話又は点字を 含む対応可能な言語について、 広告し 得る も のである こ と 。 ま た、 当該言
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語によ る 対応が可能な時間帯、 診療科名（ 広告が可能な診療科名に限る 。 ） 等を併記する こ

と は差し 支えないこ と 。  

④ 当該医療機関の施設内に設置さ れた店舗等 

病院又は診療所内の売店、 食堂、 花屋、 喫茶店、 床屋、 一時保育所等について、 こ れら の

種別及びその名称を広告し ても 差し 支えないこ と 。 ただし 、 当該医療機関の外部にある も の

は広告し てはなら ないこ と 。  

⑤ 駐車設備に関する 事項 

駐車設備の有無、 駐車設備の位置、 収容可能台数及び利用に当たっ て料金を徴収し ている

場合には当該駐車料金等について広告可能である こ と 。  

⑥ 送迎サービ ス  

最寄り の鉄道の駅等から の送迎サービス について、 送迎先の駅名、 時間等を広告可能であ

る こ と 。  

⑦ 携帯電話の使用に関する 事項 

病院又は医療機関内での携帯電話の使用について、 使用可能な場所や時間帯等について広

告可能である こ と 。  

⑧ 通訳の配置 

手話を含めた通訳の配置に関する こ と を対応時間や費用を含めて広告可能である こ と 。  

コ  広告告示第４ 条第 12 号関係 

「 厚生労働大臣が指定する 病院の病棟における 療養に要する 費用の額の算定方法（ 平成 20

年厚生労働省告示第 93 号） に基づく 機能評価係数Ⅱにおいて公表し た場合に評価さ れる 病院

情報」 については、 厚生労働省保険局医療課が定める 条件等に従って集計し た事項を同課が定

める 手順に従う 場合に限り 広告可能である こ と 。  

サ 広告告示第４ 条第 13 号関係 

「 開設者に関する 事項」 については、 開設者の氏名又は名称を広告可能であり 、 開設者（ 法

人の場合には法人の理事長に限る 。 ） の経歴についても 、 簡潔に示すも のと し て、 生年月日、

出身校、 学位、 職歴を一連の履歴と し て総合的に記載する 場合には、 広告し て差し 支えないこ

と 。  

シ 広告告示第４ 条第 14 号関係 

「 外部監査を受けている 旨」 については、 公認会計士又は監査法人の監査を受けている こ と

を広告し ても 差し 支えないこ と 。 なお、 広告する 場合は、 当該監査を受けた年月を併記する こ

と 。  

ス  広告告示第４ 条第 15 号関係 

「 公益財団法人日本医療機能評価機構が行う 医療機能評価の結果（ 個別の審査項目に係る も

のを含む。 ） 」 については、 公益財団法人日本医療機能評価機構（ 以下「 評価機構」 と いう 。 ）

が行う 審査を受けた結果だけでなく 、 個別具体的な審査項目の結果についても 広告し ても 差し

支えないこ と 。 ただし 、 各医療機関によ る 自己評価調査の項目については、 評価機構によ る 評

価を受けていないので、 広告は認めら れないこ と 。  

セ 広告告示第４ 条第 16 号関係 

「 公益財団法人日本医療機能評価機構が定める 産科医療補償制度標準補償約款と 同一の産

科医療補償約款に基づく 補償を実施し ている 旨」 については、 評価機構を運営組織と する 産科

医療補償制度に加入し ている こ と 、 当該制度に基づく 補償を実施し ている こ と を広告可能にす

る 趣旨である こ と 。 こ の際、 評価機構が定めた当該制度のシンボルマーク を利用し ても 差し 支

えないこ と 。  

【 具体例】  

・  ○○病院（ 産科医療補償制度加入機関）  

・  当院は妊婦の方に安心し て出産し ていただける よ う 産科医療補償制度に加入し ており 、

も し も 重度の脳性麻痺と なった赤ちゃんが生ま れ、 一定の要件を満たし ている 場合には、

所定の補償金をお支払いし ま す。  
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ソ  広告告示第４ 条第 17 号関係 

「 公益財団法人日本適合性認定協会の認定を受けた審査登録機関に登録をし ている 旨」 につ

いては、 いわゆる I SOの認証を取得し ている 旨を 広告し ても 差し 支えないこ と 。 認証取得日や

審査登録機関の名称等についても 広告可能である こ と 。  

タ  広告告示第４ 条第 18 号関係 

「 Joi nt Commi ssi onI nt er nat i onal が行う 認定を取得し ている 旨（ 個別の審査項目に係る も の

を含む。 ） 」 については、 認証を取得し ている 旨だけでなく 、 個別具体的な審査項目の結果に

ついても 広告し ても 差し 支えないこ と 。  

チ 広告告示第４ 条第 19 号関係 

「 保健師助産師看護師法（ 昭和二十三年法律第二百三号） 第三十七条の二第二項第一号に規

定する 特定行為を 同項第二号に規定する 手順書によ り 行う 看護師が実施し ている 当該特定行

為に係る 業務の内容」 については、 看護師が医療機関において手順書によ り 特定行為を実施し

ている 場合に、 その業務の内容について広告可能である こ と 。 ただし 、 こ の広告は専門性資格

に関する 広告ではなく 、 患者に対し て医療の質の向上・ 効率的な医療の提供を目的と し て実施

し ている 業務の内容に関する 広告であり 、 こ れら が明確と なる よ う 、 各医療機関での具体的な

取組である チーム医療や医師の働き 方改革等を推進し ている 旨を併記する こ と と する 。 ま た、

特定行為を手順書によ り 行う 看護師である 旨、 特定行為区分等に関する 記載、 氏名も 広告し て

差し 支えない（ 特定行為区分については、 実施し ている 業務の内容に関する 特定行為区分に限

って広告する こ と が望ま し い） 。  

ツ 広告告示第４ 条第 20 号関係 

「 前各号に定める も ののほか、 都道府県知事の定める 事項」 については、 地方公共団体の単

独事業と し て実施し ている 事業に関する 事項等について、 都道府県知事が公示する こ と によ

り 、 当該都道府県の区域内において広告可能事項と する こ と ができ る よ う にする 趣旨である こ

と 。  

なお、 事項を定める に当たっては、 各都道府県における 診療に関する 学識経験者の団体又は

都道府県医療審議会の意見を聴く 等の方法によ り 、 関係者の合意形成に努める よ う 配慮さ れた

いこ と 。  

 

５  医療に関する 内容に該当し ない事項 

医療に関する 広告については、 法又は広告告示によ り 広告が可能と さ れた事項以外の広告が禁じ ら れ

ている が、 以下のア～オに示す背景等と なる 画像や音声等については、 通常、 医療に関する 内容ではな

いので、 特段制限さ れる も のではない。  

ただし 、 風景写真であっても 、 他の病院の建物である 場合やそのよ う な誤認を与える 場合、 ある いは、

芸能人が当該医療機関を推奨する こ と や芸能人が受診をし ている 旨を表示（ 音声によ る も のや暗示を含

む。 ） する こ と は、 医療広告と し て、 規制の対象と し て取り 扱う こ と 。  

ア 背景等と なる 風景写真やイ ラ ス ト 等 

【 具体例】 町や海の写真、 山や森のイ ラ ス ト 等 

イ  レ イ アウ ト に使用する 幾何学模様等 

ウ  Ｂ Ｇ Ｍと し て放送さ れる 音楽、 効果音等 

エ 広告制作者の名称、 広告の作成日、 写真の撮影日等 

オ 芸能人や著名人の映像や声等 

芸能人や著名人が、医療機関の名称その他の広告可能な事項について説明する こ と は、差し 支えない。 

なお、 実際に当該医療機関の患者等である 場合にも 、 芸能人等が患者等である 旨は、 広告でき ない事

項である ので、 認めら れないも のと し て取り 扱う こ と （ 第３ 参照） 。  

 

第５  広告可能事項の限定解除の要件等 

１  基本的な考え方 
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法第６ 条の５ 第３ 項の規定によ り 、 法又は広告告示によ り 広告が可能と さ れた事項以外は、 広告し

てはなら ないこ と と さ れている が、同項の規定によ り 、患者等が自ら 求めて入手する 情報については、

適切な情報提供が円滑に行われる 必要がある と の考え方から 、 省令第１ 条の９ の２ に規定する 要件を

満たし た場合、 そう し た広告可能事項の限定を解除し 、 他の事項を広告する こ と ができ る （ 以下「 広

告可能事項の限定解除」 と いう 。 ） 。 なお、 こ う し た広告可能事項以外の事項についても 、 法第６ 条

の５ 第２ 項及び省令第１ 条の９ に定める 広告の内容及び方法の基準に適合する と と も に、 その内容が

虚偽にわたってはなら ない。  

 

２  広告可能事項の限定解除の具体的な要件 

広告可能事項の限定解除が認めら れる 場合は、 以下の①～④のいずれも 満たし た場合と する 。  

ただし 、 ③及び④については自由診療について情報を提供する 場合に限る 。  

① 医療に関する 適切な選択に資する 情報であって患者等が自ら 求めて入手する 情報を表示する ウ

ェ ブサイ ト その他こ れに準じ る 広告である こ と  

② 表示さ れる 情報の内容について、 患者等が容易に照会ができ る よ う 、 問い合わせ先を記載する

こ と その他の方法によ り 明示する こ と  

③ 自由診療に係る 通常必要と さ れる 治療等の内容、 費用等に関する 事項について情報を提供する

こ と  

④ 自由診療に係る 治療等に係る 主なリ ス ク 、 副作用等に関する 事項について情報を提供する こ と  

①は、 患者等が自ら 求めた情報を表示する も のであって、 こ れま で認知性（ 一般人が認知でき る 状

態にある こ と ） がないために医療広告の規制の対象と さ れていなかったウ ェ ブサイ ト の他、メ ルマガ、

患者等の求めに応じ て送付する パンフ レ ッ ト 等が該当し う る も のである こ と 。  

なお、 イ ンタ ーネッ ト 上のバナー広告、 ある いは検索サイ ト 上で、 例えば「 癌治療」 を検索文字と

し て検索し た際に、 ス ポンサーと し て表示さ れる も のや検索サイ ト の運営会社に対し て費用を支払う

こ と によ って意図的に検索結果と し て上位に表示さ れる 状態にし たも のなどは、 ①を満たさ ないも の

である こ と 。  

②は、 表示さ れる 情報の内容について、 問い合わせ先が記載さ れている こ と 等によ り 、 容易に照会

が可能であり 、 それによ り 患者等と 医療機関等と の情報の非対称性が軽減さ れる よ う 担保さ れている

場合を指す。  

なお、 問い合わせ先と は、 電話番号、 E メ ールアド レ ス 等をいう 。  

③は、 自由診療は保険診療と し て実施さ れる も のと は異なり 、 その内容や費用が医療機関ごと に大

き く 異なり 得る ため、 その内容を明確化し 、 料金等に関する ト ラ ブルを防止する 観点から 、 当該医療

機関で実施し ている 治療等を紹介する 場合には、 治療等の名称や最低限の治療内容・ 費用だけを紹介

する こ と によ り 患者等を誤認さ せ不当に誘引すべき ではなく 、 通常必要と さ れる 治療内容、 標準的な

費用、治療期間及び回数を掲載し 、患者等に対し て適切かつ十分な情報を分かり やすく 提供する こ と 。

標準的な費用が明確でない場合には、 通常必要と さ れる 治療の最低金額から 最高金額（ 発生頻度の高

い追加費用を含む。 ） ま での範囲を示すなど し て可能な限り 分かり やすく 示すこ と 。  

ま た、 当該情報の掲載場所については、 患者等にと って分かり やすいよ う 十分に配慮し 、 例えば、

リ ンク を張った先のページへ掲載し たり 、 利点や長所に関する 情報と 比べて極端に小さ な文字で掲載

し たり と いった形式を採用し ないこ と 。  

④は、 自由診療に関し ては、 その利点や長所のみが強調さ れ、 その主なリ ス ク 等についての情報が

乏し い場合には、 当該医療機関を受診する 者が適切な選択を行う こ と ができ ないおそれがある ため、

利点等のみを強調する こ と によ り 、 患者等を 誤認さ せ不当に誘引すべき ではなく 、 患者等によ る 医療

の適切な選択を 支援する 観点から 、 その主なリ ス ク や副作用など の情報に関し ても 分かり やすく 掲載

し 、 患者等に対し て適切かつ十分な情報を提供する こ と 。  

ま た、 当該情報の掲載場所については、 患者等にと って分かり やすいよ う 十分に配慮し 、 例えば、

リ ンク を張った先のページへ掲載し たり 、 利点や長所に関する 情報と 比べて極端に小さ な文字で掲載

し たり と いった形式を採用し ないこ と 。  
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第６  相談・ 指導等の方法について  

１  苦情相談窓口の明確化 

各都道府県、 保健所設置市又は特別区は、 医療広告が患者等に対する 客観的で正確な情報伝達の手段

と なる よ う 病院等の広告を実施する 者に対する 相談支援を行う と と も に、 虚偽・ 誇大な広告等によ り 、

患者等が適切な医療の受診機会を喪失し たり 、 不適切な医療を受ける こ と のないよ う 患者等から の苦情

を受ける ための担当係を決めていただき 、 相談窓口を明確化さ れたい。  

具体的な窓口と し ては、 医療安全支援センタ ーや保健所の医療法担当部署等が想定さ れる が、 各都道

府県、 保健所設置市又は特別区の判断によ り 、 適切な苦情相談の体制を確保し 、 当該苦情相談の窓口の

連絡先については、 自治体のウ ェ ブサイ ト や広報誌等を通じ て患者等に周知する べき である 。  

病院等の広告を 実施する 者から の相談窓口と 患者等から の苦情相談の窓口は、 別々であったり 、 他の

業務と の兼任で差し 支えないが、 実際に病院や広告代理店等を指導する 担当者も 含めて、 相互に情報を

共有し 、 一体的な相談・ 指導が効果的になさ れる よ う 適切な運用に努めら れたい。  

 

２  消費者行政機関等と の連携 

医療広告に関する 患者等から の苦情は、 管内を所管する 消費生活センタ ー等の消費生活相談窓口に寄

せら れる こ と も ある ので、 苦情・ 相談の状況について、 定期的に情報交換する 等、 消費者行政機関と の

連携に努め、 違反が疑われる 広告等に関する 情報を入手し た際には、 必要な措置を講じ ら れたい。  

 

３  景表法等の他法令等と の対応 

景表法は、 「 商品又は役務の品質、 規格その他の内容について、 一般消費者に対し 、 実際のも のよ り

も 著し く 優良である と 示し 、 又は事実に相違し て当該事業者と 同種若し く は類似の商品若し く は役務を

供給し ている 他の事業者に係る も のよ り も 著し く 優良である と 示す表示であつて、不当に顧客を誘引し 、

一般消費者によ る 自主的かつ合理的な選択を 阻害する おそれがある と 認めら れる も の」 及び「 商品又は

役務の価格その他の取引条件について、 実際のも の又は当該事業者と 同種若し く は類似の商品若し く は

役務を供給し ている 他の事業者に係る も のよ り も 取引の相手方に著し く 有利である と 一般消費者に誤認

さ れる 表示であつて、 不当に顧客を誘引し 、 一般消費者によ る 自主的かつ合理的な選択を阻害する おそ

れがある と 認めら れる も の」 （ 景表法第５ 条） 等を規制し ている 。 すなわち、 法第６ 条の５ 第１ 項の違

反と なる 虚偽広告及び同条第２ 項第２ 号の規定によ る 誇大広告等については、 それが実際のも の等よ り

も 著し く 優良である と 示すこ と によ り 、 一般消費者によ る 自主的かつ合理的な選択を阻害する おそれが

ある と 認めら れる 場合には、 同時に景表法に違反する 可能性が非常に強いも のであり 、 法及び景表法が

有機的に活用さ れ指導等を行う こ と が重要である 。  

医薬品医療機器等法においては、 「 何人も 、 医薬品、 医薬部外品、 化粧品、 医療機器又は再生医療等

製品の名称、 製造方法、 効能、 効果又は性能に関し て、 明示的である と 暗示的である と を問わず、 虚偽

又は誇大な記事を広告し 、記述し 、又は流布し てはなら ない。」 （ 医薬品医療機器等法第 66 条第１ 項） 、

「 何人も 、 第 14 条第１ 項、 第 23 条の２ の５ 第１ 項若し く は第 23 条の２ の 23 第１ 項に規定する 医薬品

若し く は医療機器又は再生医療等製品であつて、ま だ第 14 条第１ 項 19 条の２ 第１ 項、第 23 条の２ の５

第１ 項、 第 23 条の２ の 17 第１ 項、 第 23 条の 25 第１ 項若し く は第 23 条の 37 第１ 項の承認又は第 23

条の２ の 23 第１ 項の認証を受けていないも のについて、 その名称、 製造方法、 効能、 効果又は性能に関

する 広告をし てはなら ない。 」 （ 医薬品医療機器等法第 68 条） と さ れ、 医薬品、 医療機器等の虚偽・ 誇

大広告、 承認前の医薬品等の広告を禁止し ている 。 医療広告と し て、 医薬品又は医療機器によ る 診断や

治療の方法等を 広告する 際には、 医療行為と し て医薬品等を使用又は処方する 旨であれば、 医薬品医療

機器等法上の広告規制の対象と はなら ないが、 販売又は無償での授与をする 旨が記載さ れた広告であれ

ば、 医薬品医療機器等法上の広告規制も 受ける こ と と なる 。  

健康増進法においては、 「 何人も 、 食品と し て販売に供する 物に関し て広告その他の表示をする と き

は、 健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める 事項（ 次条第三項において「 健康保持増進効果等」

と いう 。 ） について、 著し く 事実に相違する 表示をし 、 又は著し く 人を誤認さ せる よ う な表示を し ては

なら ない。 」 （ 健康増進法第 31 条第１ 項） と 規定さ れている 。  
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こ れら の広告に関する 規定は、重畳的に適用さ れ得る も のである ので、法第６ 条の５ の規定に違反し 、

又は違反が疑われる 広告等が同時に、 関係法令に違反し ている こ と が疑われる 場合については、 違反が

疑われる 法令の主管課室がそれぞれ連携し ながら 指導・ 処分等を行う など 、 所要の取組を効果的に行わ

れたい。 その際、 違反事例に対し て、 一部の法令のみによ る 処分と する か、 それぞれの法令で処分する

かは、 事例に応じ て考える べき である が、 他法令に違反する と の理由や他法令に基づく 処分を受ける と

の理由で、 法の広告違反が免責さ れる こ と はない。 他法令にも 抵触する 広告である 場合にも 、 法又は本

指針によ る 必要な指導等を適切に実施さ れたい。  

 

４  広告指導の体制及び手順 

医療広告に対する 指導等の措置は、 各都道府県、 保健所設置市又は特別区において、 個別の事例に応

じ てその実状を 踏ま えつつ、 効果的かつ柔軟に対応すべき も のである が、 医療に関する 法律及び病院、

診療所又は助産所の管理について相当の知識が求めら れる こ と から 、 医療監視員の知見を活用し て、 適

切な体制を作る 必要がある 。  

（ １ ）  広告内容の確認 

本指針を参考に、 医療広告と し て認めら れる も のである か等を判断する こ と になる が、 広告可

能な事項に含ま れる 表現である かど う か、 ある いは、 虚偽・ 誇大広告等に該当する かどう か等は、

常に明確である と は限ら ず、 実効性のある 指導等を行う こ と は必ずし も 容易ではないと 考えら れ

る 。 こ のため、 違法性が疑われる 広告等に対する 相談や指導に当たっては、  

① ま ずは、 各都道府県等において、 法や本指針に抵触し ないか否かを確認し 、 違反し ている と

判断でき る 広告については、 広告を行う 者に対し て必要な指導等を行う 、  

② 都道府県等において、 広告に該当する か判断でき ない情報物や違反し ている かど う か判別で

き ない広告については、 その内容について、 別添２ の様式によ り 、 都道府県等の職員から 厚生

労働省医政局総務課あてにＥ メ ール等によ って照会する  

と いう 手順を採る こ と 。  

ま た、 法又は本指針に違反し ている と 判断でき る 広告について、 広告を行う 者（ 法人の場合は、

主たる 事務所） の所在地が自ら の管下の地域にない場合については、必要がある と 認める 場合は、

管内の事業所等に対する 立入検査等必要な調査を行った上で、 当該広告物及び入手でき た広告の

内容の根拠に関する 資料等を添えて、 広告を 行う 者が存在する 地域を 所轄する 都道府県、 保健所

設置市又は特別区あてに速やかに報告する こ と 。 広告を行う 者の所在が不明である 場合や海外の

事業者等である 場合には、 厚生労働省医政局総務課あてに報告する こ と 。  

 

（ ２ ）  広告違反の指導及び措置 

以下に参考と し て、 広告違反の指導及び措置について具体的に記載する が、 各都道府県等が個

別の事例に応じ て、 効果的かつ柔軟に対応すべき も のであり 、 以下のよ う な手順に限定さ れる も

のではないこ と 。  

ア 調査及び行政指導 

法又は本指針に違反する こ と が疑われる 広告又は違反広告の疑いがある 情報物を発見し た際

には、 通常はま ず、 任意の調査と し て、 当該広告又は情報物に記載さ れた医業を行う 医師等又

は診療所若し く は病院に対し て、 説明を求める 等によ り 必要な調査を行う こ と 。  

任意の調査又はイ に示し た報告命令若し く は立入検査によ り 、 法又は本指針に違反する こ と

を確認し た場合、 ある いは、 明ら かに法又は本指針に違反する 広告を発見し た場合には、 当該

違反広告については、 通常はま ず、 行政指導と し て、 広告の中止や広告の内容を是正する よ う 、

医療広告を行っている 医師等又は医療機関に求め、 さ ら に必要に応じ て違反広告物の回収、 廃

棄等を指導する こ と 。 併せて、 必要な場合には、 広告代理店、 雑誌社、 新聞社、 放送局等の医

師等又は医療機関以外の広告を作成し た者や広告を掲載し た者に対し ても 任意での調査や指導

を行う こ と 。  

ま た、 法に違反し ている 広告については、 必要に応じ 、 当該違反広告の責任者等に対し て、

別添３ に示す様式を参考と し た報告書の徴収、 書面によ る 改善指導等の行政指導と し ての措置
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を講じ る こ と 。  

イ  報告命令又は立入検査（ 法第６ 条の８ 第１ 項関係）  

法又は本指針に違反する こ と が疑われる 広告又は違反広告の疑いがある 情報物を発見し た際

には、 アに記載し たよ う にま ずは任意の調査を行う こ と と する が、 任意の調査に応じ ない場合

又は任意での説明や提出さ れる 書類に疑義がある 場合等、 必要な場合には法第６ 条の８ 第１ 項

の規定に基づき 、 都道府県知事、 保健所設置市の市長又は特別区の区長は、 当該広告（ 違反広

告に該当する おそれがある と 認めら れる 情報物の流布を含む。 以下同じ 。 ） を行った者に対し 、

必要な報告を命ずる こ と （ 報告命令） 、 又は当該広告を行った者の事務所に立ち入り 、 当該広

告に関する 文書（ 広告物そのも の、 作成段階の案、 契約書、 診療録その他の内容が正確である

かを確認する ために必要な書類等） その他の物件（ 施設、 構造設備、 医療機器等） を検査さ せ

る こ と （ 立入検査） によ り 、 調査を実施する こ と 。  

ウ  中止命令又は是正命令（ 法第６ 条の８ 第２ 項関係）  

アに示し たよ う に、 広告違反を発見し た場合には、 通常はま ず、 行政指導によ り 広告の中止

や内容の是正を 求める こ と と なる が、 行政指導に従わない場合や違反を繰り 返す等の悪質な事

例の場合には、 法第６ 条の８ 第２ 項の規定に基づき 当該違反広告を行った者に対し 、 期限を定

めて、 当該広告を中止し 、 又はその内容を是正すべき 旨を命ずる こ と 。  

なお、不利益処分たる 中止命令又は是正命令については、その実施に先立ち、行政手続法（ 平

成５ 年法律第 88 号） 第 13 条に規定する 弁明の機会を付与し なければなら ないこ と に留意さ れ

たい。 （ 行政手続法第 29 条から 第 31 条参照）  

エ 告発 

① 直接罰の適用さ れる 虚偽広告（ 法第６ 条の５ 第１ 項違反） を行った者が中止若し く は内容

の是正の行政指導に応じ ない場合 

② 法第６ 条の８ 第１ 項によ る 報告命令に対し て、 報告を怠り 、 若し く は虚偽の報告をし た場

合 

③ 同項によ る 立入検査を拒み、 妨げ、 若し く は忌避し た場合 

④ 同条第２ 項によ る 中止命令若し く は是正命令に従わず、 違反広告が是正さ れない場合 

には、 刑事訴訟法（ 昭和 23 年法律第 131 号） 第 239 条第２ 項の規定によ り 、 司法警察員に対

し て書面によ り 告発を行う こ と を考慮すべき である 。  

なお、 罰則については、 ①の虚偽広告、 法第６ 条の６ 第４ 項に違反する 場合（ 麻酔科の診療

科名を広告する 際に、 併せて許可を受けた医師の氏名を併せて広告し なかった場合） 又は④の

中止命令若し く は是正命令に従わなかった場合には、 ６ 月以下の懲役又は 30 万円以下の罰金

（ 法第 87 条第１ 号） 、 ②の報告命令又は③の立入検査に対する 違反の場合には、 20 万円以下

の罰金（ 法第 89 条第２ 号） が適用さ れる 。  

オ 行政処分（ 法第 28 条、 第 29 条関係）  

病院又は診療所が悪質な違反広告を行った場合には、 エに示し た告発のほか、 行政処分と し

て、 必要に応じ 法第 28 条の規定に基づく 管理者変更命令又は法第 29 条第１ 項第４ 号に該当す

る と し て、 同項の規定によ る 病院又は診療所の開設の許可の取り 消し 、 又は開設者に対し 、 期

間を定めて、 その閉鎖を命ずる こ と が可能である ので、 行政処分の実施を考慮すべき である 。  

 

（ ３ ）  命令等の対象者 

法第６ 条の８ 第１ 項の規定によ る 報告命令又は同条第２ 項の規定によ る 中止命令若し く は是

正命令の対象者は、 違反広告の実施者が、 個人である 場合には当該個人である が、 病院又は診療

所の場合には、 その開設者又は管理者と し 、 広告代理店、 雑誌社、 新聞社、 放送局等の場合には、

その代表者あてと する こ と 。  

告発については、 それら の者に加え、 法人自体又は当該広告違反の主導的な立場にあった者等

を事例に応じ て対象と する こ と 。  
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（ ４ ）  公表 

行政指導に従わず中止命令若し く は是正命令又は刑事告発等を実施し た際には、 原則と し て、

事例を公表する こ と によ り 、 患者等に対し て当該違反広告に対する 注意喚起を 行う こ と 。  

 

第７  助産師の業務又は助産所に関する 広告について 

法第６ 条の７ の規定によ り 、 助産師の業務又は助産所に関し ても 、 広告は限定的に制限し てき たと

こ ろである が、 医療広告と 同様に、 妊産婦等に対し て、 必要な情報が正確に提供さ れ、 その選択を支

援する 観点から 、 客観性・ 正確性を確保し 得る 事項については、 広告事項と し てでき る 限り 幅広く 認

める こ と 。  

法第６ 条の７ 第３ 項各号又は広告告示第５ 条各号若し く は第６ 条各号に定めら れた事項について

は、 助産師の業務又は助産所に関する 広告が可能であり 、 ま た、 医療広告と 同様の考えによ り 虚偽広

告等については、 広告が禁止さ れている 。  

さ ら に、 第５ の医療広告と 同様の考えによ り 、 医療に関する 適切な選択が阻害さ れる おそれが少な

い場合は広告可能事項の記載限定を解除でき る 。  

助産師の業務又は助産所に関する 広告と し て広告可能な事項は、 それぞれ医療広告の事項に準じ て

いる も のであり 、 その取扱いについては、 本指針第４ の該当箇所を参照いただき 、 禁止さ れる 事項や

指導等に関し ては、 第３ 及び第６ を準用さ れたい。  

なお、 分娩の介助や保健指導等の実施の項目と し て、 その費用、 実施日時、 出産育児一時金受領委

任払いの説明等についても 広告可能である こ と 。
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（ 別添１ ）  

専門性資格認定団体に係る 基準該当届 

①団 体 名 
 

 

②法 人 の 種 別 
 公益社団法人 一般社団法人 公益財団法人 一般財団法人 NPO 法人 

その他（          ）  

③代 表 者 名 
 

 

④主たる 事務所の住所 
 

 

⑤当該団体が認定する  

専門性資格の名称及 

びその概要 

 

 名称：  

 概要： （ 簡潔に）  

 

 

⑥会 員 数              人（ う ち当該医療従事者     人､会員数に占める 割合    %）  

⑦問 合 わ せ 先 

 

 住所： 〒 

 

 電話番号：                       担当者：  

 

⑧資格取得要件の概要 

及びその閲覧方法 

 概要： （ 簡潔に）  

 

 

 閲覧方法：  

 

⑨会員名簿及び専門性 

資格認定者の名簿の 

閲覧方法 

 

 

 

 

                                         令和   年   月   日提出 

【 備考】  
１ ． こ の用紙は、 日本産業規格Ａ ４ と する こ と 。  
２ ． 記載内容は、 届出の日現在の内容（ 不可能な場合は直近のも の） によ る こ と 。  
３ ． ⑤欄については、 概要欄に簡潔に記入する と と も に、 当該専門性資格に係る 内容がわかる 資料を 添付

する こ と 。  
４ ． ⑧欄及び⑨欄については、 閲覧方法と し て、 ホームページアド レ ス 、 掲載し ている 雑誌名等を 記載す

る と と も に、 ⑧欄の資格取得要件の内容がわかる 資料及び⑨欄の名簿（ 写し でも 可） を 添付する こ と 。 
５ ． 研修制度、 資格認定に係る 試験制度、 資格更新制度の概要資料を添付する こ と 。
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（ 別添２ ）  

 

医療法第６ 条の５ の規定違反が疑われる 広告等について （ 照会）  

 

  厚生労働省医政局総務課あ て  

（ Ｅ メ ール iryoukoukoku@ mhlw .go.jp）  

                       都道府県等名                    

広告等の対象と な っ た

医師等の氏名又は医療

機関の名称、 所在地 

 

名 称：  

所在地：  

 

広告等の発見時期    年   月   日  

広告等の発見経緯  

広告等を 行っ た 者 

 名 称：  

 住 所：  

 連絡先：  

 そ の他： （ 広告等の対象と な っ た 者と の関係等）  

広告等の主な 内容  

違反が疑われる 事項  

広告等の対象者や広告

実施者への調査状況 
広告対象者：  有 ・  無 

 広告実施者：  有 ・  無 

調査し た 内容及び指導

状況  
 

厚生労働省に確認し た

い事項 
 

担当者名及び連絡先 
 担当者名         、 所属部署名 

 Ｔ Ｅ Ｌ                    、 Ｅ メ ール 

そ の他 
 

 

  
※照会する 広告又は疑いのあ る 情報物の写し や写真等、 入手でき た 広告等の内容の根拠に 

関する 資料を 添付する こ と 。  
 
 
 

mailto:iryoukoukoku@mhlw.go.jp
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                                                                 （ 別添３ ）  

                                                令和  年  月  日 

 

報告書（ 医療法広告違反関係）  

 

 都道府県知事  ○○ ○○ 殿   

（ 保健所設置市長、 特別区長）  

 

                                             住所（ 主た る 事務所の所在地）  

                                             氏名（ 名称及び代表者の氏名）  

 

 

１  医療機関（ 又は会社） 等の概要 

   従業員数 

   法人（ 又は会社） の設立年月日（ 個人の場合には開設又は創業年月日）  

   医療法に基づく 許可、 届出状況 

          

２  違反を 指摘さ れた 日時、 場所等 

 

３  媒体名及び年月日 

（ ※指摘を 受け た 媒体以外の違反広告に使用し た 媒体名及び年月日も 併せて 記載）  

 

４  指摘を 受け た 字句等及び適用条項 

 

５   違反広告を 行っ た 経緯、 原因、 理由等 

（ ※医療法の認識不足、 営業上の理由、 管理体制の不備等、 違反と な っ た 経緯、 原

因、 理由等を 具体的かつ詳細に記載）  

 

６  講じ た 措置 

（ ※媒体への 連絡、 当該広告及び原版の 回収破棄等の状況を 記載し 、 パン フ レ ッ

ト 等の 場合は、 回収状況、 作成部数及び年月日、 配布先、 配布部数及び年月

日も 併せて 記載）  

 

７  広告に対する 反省並びに今後違反を 繰り 返さ な いた めの対策及び方針  
 

 
 


